
『
千
頃
堂
書
目
』

と

『
明
史
萎
文
志
』
稿

井

上

進

は

じ

め

に

一

王
重
民

「千
頃
堂
書
目
考
」

二

奮
紗
残
本
『
明
史
義
文
士
山
』

三
『
明
史
奉
文
士
山
』
稿
か
ら
『
千
頃
堂
書
目
』
へ

四
『
千
頃
堂
書
目
』
の
成
立
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t土

じ

め

尤
伺
が
『
明
史
襲
文
志
稿
』
は
尤
も

冗
雑
に
し
て
緒
な
く
、
明
一
代
の
著
作
を
考
う
る
者
、

絡
に
こ
の
書
を
以
て
擦
る
べ
し
と
な
す
」
と
い
う
『
四
庫
提
要
』
の
言
は
、
今
な
お
定

明
一
代
の
華
文
を
志
し
た
目
録
と
し
て
、
資
虞
覆
『
千
頃
堂
書
目
』
の
名
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
こ
れ
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、

「
焦
紘
が
『
園
史
経
籍
志
』
は
既
に
誕
妄
に
し
て
患
と
な
す
に
足
ら
ず
、

停
維
鱗
が
『
明
書
経
籍
志』、

論
と
謂
っ
て
よ
い
。
だ
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
目
録
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
書
の
何
た
る
か
は
、
賓
の
と
こ
ろ
頗
る
暖
昧
な
の
で
あ
る
。

『
千
頃

目
』
と
は
い
つ
頃
著
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
ま
た
こ
れ
が
家
藤
目
録
で
は
な
く
、
知
見
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

韓
何
の
た
め
に
こ
の
様
な
目
録
を
著
し
た
の
か
。
そ
れ
は
資
氏
が
明
史
館
に
入
り
、

で
は

一

『
明
史
要
文
士山
』
稿
の
纂
修
を
分
措
し
た
こ
と
と
ど
う
闘
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係
す
る
の
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
黄
氏
が
著
し
た
『
明
史
華
文
志
』
稿
、
以
下
で
は
概
ね

『
黄
志
』
と
略
稽
す
る
、
と
現
在
通
行
す
る
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『
千
頃
目
』
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
諸
黙
に
つ
き
、
近
代
以
来
の
研
究
は
す
べ
て
想
う
に
、
蓋
し
、

の
回
答
し
か
興
え

て
い
な
い
。

全?を
」ノ回

杏る
とこ
しと
てが
行で
くき
えな
カL カミ
知つ
れた
なか
くら
なで
つあ
Tこる

守
千
頃
目
』
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
肝
心
か
な
め
の
史
料
、

僅
か
に
莫
友
芝
が
見
て
い
た
ら
し
い
の
を
除

『
責
士
山』

『
資
志
』
は
直
文
招
が
こ
れ
を
利
用
し
た
後
、

『
千
頃
目
』
と

『
黄
土
ど
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
時
に
、
雨
者
を
賓
際
に
比
較
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
結
論
が
想
う
に
、
蓋
し
と
な
る
の
は
蛍
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
買
の
と
こ
ろ
、

『
黄
志
』
は
決
し
て
完
全
に
侠
亡
し
て
は
お
ら
ず、

そ
の
遁
牟
は
な
お
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
要
す
る
に
現
存
す
る
『
賀
志
』
の
検
討
を
逼
じ
、

『
千
頃
目
』
の
成
立
過
程
に
閲
す
る

通
説
、

な
い
し
は
定
説
に
異
論
を
侶
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

王
重
民
「
千
頃
堂
書
目
考
」

- 72ー

(

2

)

 

『
千
頃
目
』
に
闘
す
る
今
目
的
な
研
究
は
、
恐
ら
く
王
重
民
の

「
千
頃
堂
書
目
考
」
(
一
九
五
O
)
を
も

っ
て
鳴
矢
と
な
す
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
王
氏
の
論
文
は
最
初
の
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
最
高
の
も
の
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
る
作
品
は
今
な
お
出
現
し
て
い
な
い
。

『
千
頃

し
か
も
そ
れ
ら
は

王
氏
論
文
を
積
極
的
に
引
用
、
検

(

3

)

 

討
、
批
判
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、

事
責
考
誼
に
お
い
て
も
論
旨
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
王
氏
が
述
べ
た
所
を
出
な
い
。
貫
際
、
王
氏
の

自
』
に
つ
き
王
氏
以
後
に
著
さ
れ
た
論
文
は
、

そ
も
そ
も
謬
々
た
る
も
の
で
あ
る
し
、

論
文
は
『
千
頃
目
』
の
撰
者
責
虞
寝
の
小
俸
に
始
ま
り
、
資
氏
が
明
史
館
に
入
っ
て
華
文
志
纂
修
を
分
推
し
た
経
緯
、

『
黄
土
ど
か
ら
王
鴻
緒

『
明
史
稿
』
謹
文
志
へ
の
饗
濯
、

『
黄
土
ど

と
『
千
頃
目
』
と
の
闘
係
、
更
に
責
氏
の
活
動
に
燭
設
さ
れ
て
起
こ
っ
た
宋
、
遼
、
金
、
元
四
朝

経
籍
志
を
補
う
運
動
ま
で
を
詳
述
し
、

は
な
は
だ
周
到
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、

」
れ
で
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
た

と
い
う

わ
け
で
は
や
は
り
な
い
。

王
氏
の
論
文
で
最
も
疑
問
が
あ
る
の
は

『
黄
志
』
と
『
千
頃
目
』
の
闘
係
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、

『
策
士
山
』
を
見
た



王
氏
の
妓
述
だ
け
に
卸
し
て
考
え
て
み
て
も
、

と
は
確
か
で
あ
る
。
主
氏
は
南
自
の
関
係
を
考
え
る
に
嘗
た

っ
て
、
ま
ず
『
黄
士
山
』
の
内
容
を
探
る
べ
く
、
朱
葬
品
特
『
経
義
考
』
と
呉
鶏
、過
録

(
4〉

直
文
招
校
本
『
千
頃
目
』
の
二
書
に
注
目
し
た
。

そ
れ
が
十
分
に
説
得
的
で
な
い
こ

後
だ
か
ら
こ
そ
は
っ
き
り
そ
う
言
い
う
る
の
で
は
あ
る
が
、

『
鰹
義
考
』
に
は
往
々
に
し
て
黄
虞
稜
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
王
氏
の
考
謹

す
る
通
り
、

ま
ず
間
違
い
な
く
『
糞
士
山
』
に
擦
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、

直
校
と
い
う
の
も
彼
が
朱
失
(
文
滋
)
蔵
本

『
黄
志
』
に
擦

っ
て

そ

の
異
同
を
備
録
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
鰹
義
考
』
と
『
千
頃
目
』
を
封
照
し
て
見
て
み
る
と
、
前
者
に
黄
氏
の
言
を
引
い
て
著
録
す
る
書
に
は
、

ま
ま
後
者
に
見
え
ぬ
も
の
が
あ

る
。
易
類
を
例
に
取
れ
ば
、
葉
儀
『
周
易
集
解
』
、
欧
陽
貞
『
周
易
問
排
』
、
張
廷
芳

『
易
経
十
翼
-
章
圃
誼
義』

一一
一
書
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る。

こ
こ
で
車
校
を
見
る
に
、
こ
の
三
書
は
す
べ
て
朱
文
滋
臓
本

『
黄
志
』

に
著
録
さ
れ
る
と
い
い

そ
の
注
も
文
字
に
や
や
出
入
が
あ
る
も
の

の
、
基
本
的
に
は
『
鰹
義
考
』
引
責
設
に
一
致
す
る
。

つ
ま
り
朱
氏
曝
書
亭
藤
本
と
直
文
招
の
用
い
た
朱
文
務
蔵
本
の
南
『
資
志
』
は
確
か
に

同
一
の
書
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
『
千
頃
目
』
と
完
全
に
は

一
致
し
な
い
。

『
黄
士
山
』
と

『
千
頃
目
』
は

「同

一
人
の
著
し
た
も
の
で
あ
り、
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し
か
も
内
容
は
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
同
じ
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
南
者
の
相
違
は
成
書
の
前
後
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
で

は
ど
ち
ら
が
前
で
、
ど
ち
ら
が
後
な
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く

『
千
頃
目
』

が
前
で
、

『
黄
志
』
が
後
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
右
に
奉
げ
た
三
書

は
嘗
然
『
千
頃
目
』
に
も
著
録
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
質
際
は
そ
う
な

っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り

『
千
頃
目
』
は
初
稿
、

『
黄
土
と
は

増
訂
稿
だ
と
「
確
定
」
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

王
氏
の
こ
の
論
詮
は
、
も
し
『
責
志
』
と
『
千
頃
目
』
が
確
か
に
「
同
一
人
の
著
し
た
も
の
で
あ
」

る
の
な
ら、

よ
り
端
的
に
言
う
と
今
本

『
千
頃
日
』
が
寅
氏
自
ら
の
責
任
で
編
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
成
功
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

王
氏
は
自

『
千
頃
目
』
著
録
の
曾
堅
『
詩
義
大
鳴
録
』
を
取
り
あ
げ
る。

(
5

)
 

ば
、
曾
竪
は
「
呉
江
の
人
、
も
と
元
の
櫨
部
員
外
郎
た
り
。
:
:
:
宣
徳
中、

歴
官
し
て
雲
南
左
布
政
使
た
り
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か

ら
の
主
張
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す

べ
く、

更
に

『
千
頃
目
』
の
注
に
よ
れ
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怪
し
む
べ
き
で
あ
る
。
洪
武
元
年
か
ら
宣
徳
元
年
ま
で
は
五
十
八
年
、
す
で
に
元
の
躍
部
員
外
郎
だ

っ
た
者
が
、

そ
れ
よ
り
六
十
年
も
た
つ

て
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な
お
官
に
在
っ
た
、
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
果
た
し
て
『
経
義
考
』
は
黄
設
を
引
い
た
上
で
、
更
に
按
語
を
加
え
て
こ
う
言
う
。

曾

堅
に
は
臨
川
の
人
と
自
稽
し
た
文
章
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
こ
に
は
「
余
ふ
た
た
び
使
事
を
も
っ
て
海
を
航
り
慶
元
洋
に
出
ず
」

と
あ
る
が
、
V 

'-

れ
は
至
正
中
の
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
黄
氏
が
呉
興
の
人
で
宣
徳
初
な
お
存
命
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
、

「
度
る
に
別
に
接
る
所
あ
ら

上
述
し
た
所
か
ら
考
え
て
、

稿
、
『
黄
土
ど
が
そ
の
改
訂
稿
と
な
る
の
は
無
論
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ん
」
と
。
貫
の
と
こ
ろ
朱
文
滋
蔵
本

『
黄
士
山
』
は
、
曾
堅
を
元
人
李
公
凱
の
次
に
置
い
て
お
り
、
は
っ
き
り
元
人
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
嘗
然
『
千
頃
目
』
が
誤
り
で
『
黄
士
山
』
が
正
し
い
に
違
い
な
く
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
『
千
頃
日
』
が
初

『
黄
志
』
が

『
千
頃
目
』
の
改
訂
稿
だ
と
す
る
こ
の
考
謹
は
、
残
念
な
が
ら
精
確
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
『
黄
志
』
は
曾
竪
を
元
人
と
し

て
い
て
、
こ
れ
が
正
し
い
と
い
う
黙
だ
が
、
な
る
ほ
ど
盛
校
に
は
「
『
責
志
』
、
元
人
曹
居
貞
(
王
氏
が
李
公
凱
と
す
る
の
は
偶
誤
な
る
ベ
し
)
の
後

に
在
り
。
注
に
云
う
、
字
は
子
白
、
臨
川
の
人
、
至
正
十
四
年
の
準
士
、
官
は
翰
林
直
事
土
と
。
こ
の
注
と
同
じ
か
ら
ず
」
と
あ
る
し
、
曾
堅

(
6
)
 

の
元
人
た
る
こ
と
は
銭
大
析
も
強
く
主
張
す
る
所
、

確
か
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

「
曾
堅
一
僚
の
注
は
『
明
志
稿
』

(『実
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志
』
)
も
『
千
頃
目
』
も
同
じ
だ
が
、
同
じ
く
な
い
の
は
『
明
志
稿
』
が
曾
堅
を
元
代
李
公
凱
の
後
に
置
き
、

『
千
頃
目
』
は
明
代
張
洪
の
後
に

置
い
て
い
る
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。
賀
氏
は
後
に
な
っ
て
『
明
志
』
を
編
纂
す
る
際
、

曾
竪
を
明
代
か
ら
元
代
に
移
し
た
、
と
呉
務
が
言
っ
て

い
る
の
は
正
し
い
に
違
い
な
い
」
と
い
う
王
氏
の
主
張
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。

王
氏
は
な
ぜ
か
引
用
し
な
い
が
、
直
校
引
『
黄
志
』
の
注
は
『
千
頃
目
』
の
と
全
く
異
な
り
、
曾
堅
を
は
っ
き
り
元
人
だ
と
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
『
鰹
義
考
』
引
責
読
は
『
千
頃
目
』
の
注
と
同
じ
で
あ
る
し
、

且
つ
『
経
義
考
』

は
曾
堅
の
書
を
巻

一一

一
で
は
な
く
巻

一
一
二
に、

つ
ま
り
曝
書
亭
臓
本
『
責
志
』
は
、
曾
堅
の
位
置
も
そ
の
注
も
、

同
様
だ
司
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
文
滋
識
本
と
曝
書
亭
藤
本
に
相
違
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う

『
千
頃
目
』

と

聞
ち
元
人
で
は
な
く
明
人
の
も
の
と
し
て
著
録
し
て
い
る。

可
能
性
は
確
か
に
あ
る
。

お
よ
び
欽
定
『
明
史
』
義
文
志
が
曾
竪
の
書
を
著
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少

な
く
と
も
賀
氏
が
史
館
に
提
出
し
た
清
稿
本
は
『
千
項
目
』
と
同
様
だ
っ
た
は
ず
だ
し
、
ま
た
直
文
招
『
補
遼
金
元
事
文
士
山
』
が
曾
竪
の
書
を

だ
が
王
鴻
緒
『
明
史
稿
』
、



著
録
し
て
い
な
い
の
も
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
盛
氏
『
補
志
』
は
、
そ
の
引
に
自
ら
言
う
ご
と
く
、

『
責
志
』
を
藍
本
と
し
た
も
の
な
の

に
、
で
あ
る
。
結
局
、
こ
こ
の
直
校
引

『
寅
志
』
が
本
嘗
に
『
黄
士
山
』
な
の
か
ど
う
か
は
頗
る
疑
わ
し
く
、
直
校
か
あ
る
い
は
こ
れ
を
過
録
し

い
ず
れ
に
せ
よ
王
氏
の
論
誼
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
こ
れ

た
呉
饗
か
に
何
か
の
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
、
な
ど
と
も
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

は
確
か
だ
ろ
う
。

王
氏
の
言
う
所
に
は
ま
だ
績
き
が
あ
る
。

ま
ず
は
呉
鶏
も
王
氏
と
同
様
の
見
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
呉
氏
は
自
ら
が
入
手
し
た
杭
世

方
、
直
校
本
は
「
書
既
に
詳
し
き
を
加
え
、

疑
う
ら
く
は
み
関
部
(
責
氏
〉
の
初
稿
た
ら
ん
」
と
す
る
一

(

7

)
 

且
つ
序
回
多
し
、

是
れ
史
局
培
修
の
本
た
る
に
似
た
り
」
と
い
う。

つ
ま
り
こ
れ
は
王
氏
が
最
初

杭
氏
本
は
「
な
お
漏
略
多
く
、

駿
蓄
蔵
本
『
千
頃
目
』
と
直
文
招
校
本
を
比
較
し
、

に
行
な
丹
、
た
論
誼
と
同
じ
趣
旨
で
あ
っ
て
、

「
黄
志
』
の
方
が
そ
の
内
容
に
「
詳
し
き
を
加
え
」
て
い
る
か
ら
増
訂
本
、

こ
の
様
な
主
張
が
成
立
す
る
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
前
提
篠
件
が
い
る
の
で
あ
る。

と
い
う
わ
け
だ
が
、

最
後
は
直
文
招
設
の
紹
介
と
こ
れ
に
劃
す
る
反
論
。

引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
う
云
う
、

『
奔
経
棲
醸
書
題
肱
記
』
三
「
千
頃
堂
書
目
践
」
に
は
慮
氏
が
そ
の
弟
に
輿
え
た
霊
園が

- 75-

「黄
島
闘
部
に
『
明
史
経
籍
志
』
原
稿
あ
り
て
、

瞳
例
や
や
好
し
。

今
の
『
千
頃
堂
書
目
』
は
乃
ち
こ
れ

よ
り
出
ず
。
培
添
は
な
は
だ
多
し
と
難
も
、
而
れ
ど
も
雑
範
序
な
く
、
是
れ
買
客
の
帳
簿
な
る
の
み
」
と
。
更
に
直
氏
は
そ
の
「
題
明
史
喜
文

志
稿
」

(
『
抱
経
堂
文
集
』
七
〉

で
こ
う
云
う
、

ま
た
ま
ま
移
易
あ

「
外
聞
惇
え
て

『千
頃
堂
書
目
』
あ
り
、
こ
の
志
と
大
致
あ
い
同
じ
き
も
、

り
。
然
れ
ど
も
今
の
書
は
た
だ
是
れ
書
買
の
震
る
所
な
る
の
み
。
郡
豚
の
志
は
ほ
と
ん
ど
載
せ
ざ
る
所
な
く
、
:
:
:
小
注
は
ま
た
紗
菅
に
意
に

ま
す
ま
す
『
責
士
山
』
の
奮
を
失
す
」
と
。
虚
氏
の
言
は
王
氏
の
設
を
員
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
だ
が
、

任
せ
て
剛
滅
さ
れ
、

こ
れ
に
封
し
王
氏

は
日

う

盛
氏
の
弟
に
輿
え
た
書
は
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
ら
し
く
、

そ
の
時
に
は

『
千
頃
目
』

t土

『
黄
士
山
』
に
出
る
、
と
考
え
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
や
や
後
に
「
題
記
」
を
作
っ
た
時
に
は
、

『
千
頃
目
』
が
『
黄
士
山
』
に
出
る
と
は
も
は
や
言
わ
ず
、
車
に
「
ま
ま
移
易
あ
り
」

と
か
「
た
だ
是
れ
書
買
の
震
る
所
な
る
の
み
」
と
し
か
言
わ
な
く
な
っ
た
。
な
お
直
氏
は
一
貫
し
て
『
責
志
』
の
方
が

『
千
頃
目
』
よ
り

「
韓
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例
や
や
好
し
」
と
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
黄
志
』
が
校
正
を
鰹
た
定
稿
で
あ
る
か
ら
で
、
だ
か
ら
こ
そ
黄
氏
が
個
人
の
名
義
で
瑳
表
し
た
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『
千
頃
目
』
に
優
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

直
文
招
は
『
黄
土
ど
を
親
し
く
見
た
人
で
あ
り
、

『
明
史
』
華
文
志
と
『
黄
士
山
』
と
の
関
係
を
論
じ
た
際
そ
う
言

?
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
の
王
氏
は
、
あ
た
か
も
自
ら
の
言
葉
を
忘
れ
て
し
ま

「
彼
の
言
う
こ
と
は
嘗
然
最
も
信
ず
べ
き
で
あ
る
」
、

王
氏
は
今
本

『
明
史
稿
』
お
よ
び

つ
-
-
、.
n
J
nHノ
¥
、

ナーヵ

σ-E
-〈

ほ
し
い
ま
ま
に
鼠
氏
の
言
う
所
を
無
視
し
て
怪
し
ま
な
い
。
盛
氏
の
弟
に
輿
え
た
蓄
が
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う

か
、
そ
れ
は
然
る
べ
き
誼
援
が
な
い
以
上
、
何
と
も
言
え
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
千
頃
目
』
が

『
黄
土
と
か
ら
出
た
と
い
う
盛
氏
の
見
方

今
ふ
、

『
黄
土
ど
が
「
書
買
L

志
』
の
奮
を
失
す
」
と
あ
れ
ば
、
そ
の
意
は
十
二
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
の
か
。

「
題
明
史
謹
文
志
稿
」
に
も
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
考
え
が
鑓
わ
っ
た
貼
な
ど
も
と
も
と
あ
り
は
し
な
い
。

ま
移
易
あ
り
」
と
は
、

「紗
菅
」
の
手
を
経
て
『
千
頃
目
』
に
な

ア
た
と
い
う
こ
と

だ
し
、
更
に
「
ま
す
ま
す
『
黄

『
千
頃
目
』
に

「ま

『千
頃
目
』
初
稿
読
を
成
立
せ
し
め
る
根
擦
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
責
志
』
が

『
千
頃
目
』
に
見
え
ぬ
書
を
著
録
し
て
い
る
、

つ
ま
り
『
黄
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志
』
の
方
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
詳
細
ら
し
い、

と
い
う
一
事
に
牽
き
ょ
う
。
だ
が
忠
文
弼
に
よ
れ
ば
、

『
葵
士
山
』
に
擦

っ
て
『
千
頃
目
』

を

校
補
し
う
る
の
は
、

「書
買」

「
紗
膏
」
ら
に
よ
る
「
移
易
」

「剛
減
」
の
た
め
で
あ
る
し
、
ま
た
皐
純
に
著
録
さ
れ
る
書
の
数
を
比
較
す
る

な
ら
、
む
し
ろ

『
千
頃
目
』
の
方
こ
そ
「
増
添
は
な
は
だ
多」

い
と
い
う
。
正
し
い
の
は
盛
氏
な
の
か
、

そ
れ
と
も
王
氏
な
の
か
。

「蓋
し」

で
言
う
な
ら
、
盛
氏
の

「
言
う
こ
と
は
嘗
然
最
も
信
ず
べ
き
」
な
の
だ
が
、
こ
の
「
葦
し
」
を
買
謹
す
る
に
は、

や
は
り
『
黄
土
ど
を
見
て
み

な
く
て
は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
も
は
や
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
黄
土
亡
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
書
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
こ
こ
で
附
言
し
て
お
け
ば
、

謝
園
禎
は

一
九
八
二
年
、

首
時
は
ま
だ
出
版
議
定
書
で
あ
っ
た
校
貼
本
『
千
頃
目
』
の
紹
介
を
『
文
陸

報
』
に
載
せ
、

『
千
頃
目
』
の
成
立
過
程
に
つ
き
次
の
様
に
述
べ
た
と
い
う
。
即
ち
、

か
つ
て
黄
虞
榎
は

『
明
史
』
纂
修
事
業
に
加
わ

っ
て
謹

文
志
を
著
し
た
が

『
明
史
』
は

「
彼
の
原
稿
を
あ
ま
り
採
用
せ
ず
、

居
し
た
後
、

門
戸
を
閉
ざ
し
て
隠
遁
し

一
生
の
精
力
を
傾
注
し
て

し
か
も
編
輯
は
頗
る
粗
略
で
あ

司
た
。
虞
寝
は
江
南
に
蹄
り
南
京
に
寄

(
8

)
 

『
千
頃
堂
書
目
』
三
十
二
巻
を
完
成
さ
せ
た
」
と
。
こ
の
謝
氏
の
一
文

は
、
固
よ
り
本
格
的
な
考
誼
論
文
な
ど
で
は
な
く
、
賀
氏
の
事
蹟
に
闘
す
る
紋
漣
も
正
確
と
は
い
え
な
い
。
英
氏
の
華
文
志
稿
を
『
明
史
』
が



王
鴻
緒
『
明
史
稿
』
以
後
に
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
寅
氏
在

世
中
の
話
と
し
て
は
奇
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
首
時
、

黄
氏
の
謹
文
志
稿
を
剛
改
し
た

『
明
史
』
華
文
志
な
ど
、
影
も
形
も
な
か
っ
た
か
ら

あ
ま
り
採
用
せ
ず
、
編
輯
も
頗
る
粗
略
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は、

で
あ
る
。
ま
た
黄
氏
が

「江
南
に
掃
り
南
京
に
寄
居
」
し
た
と
い
う
の
も
事
寅
で
は
な
い
。
黄
氏
が
南
京
に
寄
居
し
て
い
た
の
は
父
の
代
か
ら

だ
し
、
康
照
二
十
九
年
二
月
、
徐
乾
撃
に
障
っ
て
北
京
を
僻
し
た
そ
の
後
の
行
き
先
は
、
徐
氏
が
蘇
州
太
湖
に
聞
い
た
包
山
書
局
で
あ
ア
た。

更
に
南
蹄
後
「
一
生
の
精
力
を
傾
注
」
し
て
『
千
頃
目
』
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
の
も
、
包
山
書
局
で
の
彼
が
病
を
お
し
て

『
一
統
志
』
編
纂

に
つ
と
め
、
三
十
年
「
七
月
、
舟
を
買
い
て
江
寧
に
蹄
り
、
四
日
に
し
て
家
に
卒
」
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
と
て
も
成
立
し
う
る
話
で
は
あ

(

9

)

 

る
ま
い
。
だ
が
謝
氏
が
『
千
頃
目
』
の
成
書
を
『
黄
士
山
』
の
後
に
置
い
て
い
る
貼
、

こ
れ
は
た
ぶ
ん
直
文
招
の
設
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で、

も

し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
謝
氏
は
例
外
的
に
、

と
い
う
か
管
見
の
限
り
で
は
唯
一
、

盛
氏
の
主
張
を
自
説
に
取
り
入
れ
た
人
と
な
ろ
う
。

漢
籍
目
銀
史
部
第
二
』

京
都
大
拳
附
属
聞
書
館
に
は
、
欽
定

『
明
史
』
襲
文
志
と
は
異
な
る
『
明
史
華
文
志
』

と
い
う
室
田
が
牧
識
さ
れ
て
い
る
。

(
一
九
三
八
)
別
史
類
に
「
存
三
巻
、

『
京
都
一帝
園
大
事

- 77ー

蓄
紗
残
本

『
明
史
華
文
志
』

紗
本
」
と
し
て
著
録
さ
れ
る
八
加
が
こ
れ
で
、

い
る
逼
り
不
全
で
あ
る
。
現
存
の
首
加
を
聞
け
る
と
巻
端
に
ま
ず
「
明
史
襲
文
志
」
と
い
う
書
名
、
第
二
行
に
低

一
格
で
「
史
部
」
と
あ
り、

第
三
行
か
ら
は
「
史
之
類
十
有
八
」
云
々
と
い
う
小
引
、
第
八
行
に
十
人
類
の
首
た
る
「
園
史
類
」
の
標
目
、

そ
の
次
行
か
ら

「
太
組
高
皇
帝

貫
録
二
百
五
十
七
巻
」
に
始
ま
る
本
文
と
な
る
。
以
下
、
各
類
の
末
に
「
補
宋
(
遼
、
金
、
元
)
」

清
関
名
撰
、

存
巻
で
記
さ
れ
て

の
項
が
あ
り
、

各
々
宋
遼
金
元
四
朝
の
書
を

著
録
し
、

引
あ
り
。

一
類
が
終
わ
る
と
葉
を
改
め
る
。
第
四
加
が
子
部
の
首
、
第
七
加
が
集
部
の
首
、
子
集
二
部
の
巻
頭
も
史
部
と
同
形
式
に
書
名
や
小

つ
ま
り
一
帝
大
自
の
「
存
三
巻
」

と
は
、
史
子
集
三
部
を
存
す
る
と
い
う
意
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
但
し
集
部
は
完
全
で
な
く
、
後
半

の
若
干
部
分
を
絞
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
集
部
は
本
来

「制
詰
類
」
よ
り
「
制
奉
類
」
に
至
る
人
類
の
は
ず
だ
が
、
現
存
す
る
の
は
第
四

「
以
上
洪
武
(
建
文
、
永
築
:
:
:
ど
と
ま
と
ま
り
に
従
っ
て
行
末
に
あ
る
注
記
の

「
以
上

283 

「
別
集
類
」
の
途
中
、

「
以
上
一
帝
后
」

「以
上
宗
藩
」
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正
徳
」
ま
で
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
い
で
紗
寓
の
様
相
な
ど
だ
が
、
こ
の
本
は
全
加
無
格
の
竹
紙
を
も
っ

て
寓
さ
れ
、
書
口
に
も
書
名
や
葉
数
な
ど
は
-
記
さ
れ
な
い
。
行
款
は

毎
年
業
十
四
行
行
廿
四
字
注
壁
行
。

紗
手
は
二
人
、
史
部
が
一

で
字
蹟
は
工
整
、
子
集
二
部
が
ま
た
一

で
字
蹟
や
や
拙
、
と
は
い
え
史
部
と
同

様
に
措
字
で
し

っ
か
り
寓
さ
れ
て
お
り
、
深
草
と
い
っ
た
感
じ
は
な
い
。
寅
際
、
こ
の
本
の
紗
寓
は
頗
る
細
心
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ

と
は
一

字
の
左
右
偏
努
だ
け
と
い
っ
た
も
の
を
含
む
捌
補
が
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
、
全
書
を
通
じ
、
史
部
の
紗
手
が
行
聞
や
行
下
の
空
慮
に
多

ま
た
子
部
儒
家
類
の
二
葉
、
類
書
類
の

一
葉
を
補
入
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
二
人
の
紗
手
と
は
異
な
る
字
蹟
の
追
記
が

〈
の
迫
記
を
行
な
い
、

僅
か
な
が
ら
も
見
ら
れ
る
こ
と

に
は

っ
き
り
現
わ
れ
て
い
よ
う。

ま
た
紗
寓
の
細
心
と
言
え
ば
、

避
誇
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。

こ
の
本
の
避
誇
は
一

般
の
紗
本
よ
り
は
る
か
に
巌
密
な
も
の
で
、
乾
隆
以

下
の
一
帝
誇
は
す
べ

て
本
字
の
ま
ま
で
あ
る
一
方
、
康
照
、
薙
正
一帝一
誇
は
例
外
な
く
完
全
に
避
け
ら
れ
て
い
る
し
、

夷
、
虜
と
い
っ
た
文
字
も
や

は
り
す
べ
て
別
字
、
も
し
く
は
別
躍
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
確
か
に
細
心
に
紗
寓
さ
れ
た
こ
の
本
、
爵
誤
絶
少
の
精
寓
か
と

- 78ー

言
え
ば
、
買
は
そ
う
で
も
な
い
。
字
蹟
そ
の
も
の
は
頗
る
工
整
な
史
部
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
健
字
が
オ
に
従

っ
て
い
た
り
、
憤
を
債
と
作
つ

て
み
た
り
、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
書
名
の
謹
字
か
ら
し
て
草
か
ん
む
り
の
下
を
執
に
作
っ
て
い
た
り
と
、
奇
妙
な
字
や
無
意
の
誤
字
、が
ま
ま
見

ら
れ
、
と
て
も
で
は
な
い
が
事
者
の
骨
局
し
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
本
文
に
脱
漏
な
き
を
期
し
て
追
記
を
厭
わ
ず
、
字
句
の
訂
正
に
は
塗
改
で

は
な
く
刷
補
な
ど
と
い
う
面
倒
な
、

し
か
し
見
た
目
に
は
き
れ
い
に
仕
上
が
る
方
法
を
用
い、

且
つ
避
誇
に
は
十
分
、
敢
え
て
言
え
ば
神
経
質

な
ま
で
に
注
意
を
排
い
、

し
か
も
奇
態
な
誤
字
な
ど
を
卒
然
と
記
し
て
怪
し
ま
ぬ
こ
と
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、

こ
の

一
本
が
官
府
の
紗
膏
に
よ
り
、
然
る
べ
き
地
位
の
官
僚
に
供
す
べ
く
紗
寓
さ
れ
た
、

そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

な
お
こ
の
本
に
見
ら
れ
る
批
校
と
蔵
印
に
つ
き
附
言
し
て
お
く
と
、
南
者
と
も
に
特
記
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
本
の
批
校
と
い
う

の
は
、
例
え
ば
史
部
故
事
類
「
鄭
汝
壁
皇
明
臣
誼
類
抄
ニ
巻
」
篠
下
に
「
功
臣
封
考
人
巻
、
明
史
有
此
書
、
今
添
入
」
と
あ
り
、

子
部
儒
家
類

の
「
留
容
留
子
九
篇
、

〈
原
注
〉
字
若
愚
、

明
初
隠
居
著
書
」
と
い
う
僚
に

「
明
史
有
劉
若
愚
」

な
ど
と
記
さ
れ
る
の
が
こ
れ
だ
が
、

こ



の
二
例
な
ど
全
く
無
意
味
な
も
の
と
調
っ
て
よ
か
ろ
う
。
『
明
志
』
の
「
功
臣
封
考
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、

に
鄭
氏
「
功
臣
封
筒
考
人
巻
」
が
ち
ゃ
ん
と
著
録
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
明
初
留
姓
の
士
人
と
明
末
劉
姓
の
宣
官
で
は
風
馬
牛
あ
い
及
ば
ず

」
の
書
に
も
「
類
抄
」

の
少
し
前

で
あ
る
。
こ
の
本
の
批
校
が
す
べ
て
こ
れ
と
同
程
度
、

と
い
う
の
で
は
な
い
も
の
の

と
に
か
く
そ
れ
は
「
校
」
と
い
う
に
値
し
な
い
し
、

「
批
」
の
方
も
別
段
の
こ
と
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
蔵
印
に
つ
い
て
言
う
と
、
現
存
の
八
加
に
見
え
る
の
は
京
大
の
も
の
の
み
、
た
だ
受
け
入

れ
印
に
「
明
治
三
四
・
七
・
二
八
購
入
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
大
へ
の
入
蔵
時
期
が
確
定
で
き
る
、

と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

ど
う
も
官
府
か
ら
出
で
き
た
ら
し
い
こ
の
本
、
そ
の
紗
寓
年
代
は
い
つ
頃
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

避
詩
情
況
か
ら
し
て
薙
正
中
の
紗
寓
、
と
は

固
よ
り
容
易
に
推
定
し
う
る
所
だ
が
、
こ
の
避
誇
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、

そ
れ
は
た
ぶ
ん
薙
正
初
年
、

ま
ず
薙
正
二
年
以
前
の
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

ま
た
丘
字
も
避
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
儀
員
が
儀
徴
と
改
め
ら
れ
た
の

〈

山

山

)

は
落
正
二
年
、
孔
子
聖
誇
を
も
避
け
る
べ
し
と
の
上
識
頒
震
は
潅
正
三
年
、
も
し
こ
の
本
が
薙
正
二
、
三
年
以
後
に
紗
寓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
の
本
は
儀
員
を
儀
徴
と
改
め
ず、

薙
正
初
年
の
紗
寓
と
い
う
推
定
は
、

こ
の
本
の
避
誇
が
巌
密
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、

そ
の
形
式
に
お
い
て
は
な
は
だ
不
統

一
だ
、
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な
ら
、

そ
の
厳
密
な
避
誇
ぶ
り
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
ら
も
嘗
然
避
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

と
い
う
事
責
か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
本
の
避
誇
は
、
紗
手
に
よ

っ
て
、
印
ち
史
部
と
子
、
集
二
部
で
そ
の
形
式
に
遣
い
が
あ

る
し
、
更
に
雨
者
の
内
部
に
お
い
て
も
統
一
が
は
か
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
史
部
の
玄
字
は
、
偏
努
の
そ
れ
も
含
め
て
末
筆
を
依
く
の
を
通
例

と
す
る
が
、

「章
文
毅
公
年
譜
」
僚
の
注
で
は

「
章
倫
子
:
:
:
元
(
玄
)
麿
編
」
と
元
字
を
用
い
て
い
る
し
、

ま
た

「
王
清
献
公
神
道
碑
」
の

撰
者
欧
陽
玄
は
、
字
を
以
て
欧
陽
原
功
と
記
さ
れ
る
。
更
に
夷
字
に
し
て
も
、
最
初
の
方
は
育
、
務
を
用
い
、
途
中
か
ら
巨
と
な
る
と
い
司
た

具
合
で
一
貫
し
て
い
な
い
。
落
正
帯
誇
は
と
言
う
と
、
胤
字
は
末
筆
を
歓
き
、
棋
の
嫌
誇
、
員
は
避
け
ず
。
た
だ
こ
れ
に
も
張
佳
胤
を
そ
の
競

で
も
っ
て
張
居
来
(
正
し
く
は
帽
陳
)
と
記
し
、

「
光
宗
員
皇
帝
貫
録
」
を
「
貞
皇
一帝一
」
と
記
す
例
外
が
あ
る
。

子
、
集
部
の
玄
字
は
元
、
胤
字
は
嗣
、
夷
字
は
巨
と
す
る
の
が
通
例
。
但
し
明
の
藩
王
の
胤
字
行
に
つ
い
て
は
麿
字
を
用
い
、
更
に
胤
字
を
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名
に
含
む
人
物
の
場
合
、
字
競
で
記
し
て
こ
れ
を
避
け
る
、
と
い
っ
た
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
し
、

ま
た
偏
芳
の
玄
字
は
避
け
て
い
な
い
。



な
く
と
も
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

こ
う
し
た
避
詩
形
式
の
不
統
一
は
、

康
照
年
聞
に
は
規
制
が
比
較
的
緩
や
か
で
あ
り
、
統

一
的
な
避
誇
形
式
の
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
少

(

日

)

ま
た
薙
正
一帝
一
が
詩
字
を
頒
行
し
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
関
係
し
よ
う
が
、
し
か
し
避
誇
を
き
び

は
な
は
だ
し
い
不
統

一
は
解
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し
く
要
求
し
た
薙
正
期
に
入

つ
で
あ
る
程
度
の
時
聞
が
経
過
す
れ
ば
、
官
府
な
ど
で
は
自
ず
と
慣
例
が
成
立
し
、

治
さ
れ
て
い
こ
う
。

つ
ま
り
こ
の
本
は
、

そ
う
し
た
慣
例
が
成
立
す
る
以
前
に
紗
寓
さ
れ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

務
正
初
年
に
紗
寓
さ
れ
た
ら
し
い
『
明
史
謹
文
志
』
と
言
え
ば
、

想
起
さ
れ
る
の
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
完
成
、

進
呈
さ
れ
た

『
明
史

稿
』
の
こ
と
で
あ
る
。

『
明
史
稿
』
の
完
成
と
京
大
蔵
本
『
明
史
塾
文
志
』
に
は
、
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か。

王
鴻
緒
『
明
史
稿
』
謹

文
志
は
、
康
照
五
十
四
年
以
後
、

即
ち
徐
乾
皐
の
下
で
寅
虞
稜
が
著
し
た
喜
文
志
を
剛
改
し
て
定
稿
と
さ
れ
、

(

ロ

)

四
月
に
は
そ
の
他
の
部
分
も
す
べ
て
完
成
、
六
月
に
全
蓄
が
進
呈
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
『
明
史
謹
文
志
』
だ
が
、
こ
の
一
本
は
確
か
に
薙
正

「徐
公
の
奮
志
」
、

務
正
元
年

帝
聞
位
後
に
紗
寓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

こ
れ
が
『
明
史
稿
』
塾
文
志
編
纂
の
た
め
利
用
さ
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
だ

流
出
し
は
じ
め
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

も
し
京
大
蔵
本
『
襲
文
志
』
が
責
氏
『
襲
文
志
』
稿
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
や
は
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が
『
明
史
稿
』
の
編
纂
が
終
了
し
た
時
貼
で
、
今
ま
で
は
史
館
の
内
部
資
料
で
あ

っ
た
「
徐
公
の
蓄
士
山
」
が
、
そ
の
役
割
を
終
え
て
官
府
外
に

り
『
明
史
稿
』
完
成
が
契
機
と
な

っ
て
、
史
館
周
遊
の
官
僚
が
膏
吏
に
俸
紗
せ
し
め
た

一
本
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
固
よ
り
積
極
的
な
誼
嬢

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

ま
ず
は
そ
の
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

京
大
蔵
本
『
明
史
華
文
士
山
』
が
寅
虞
榎
の
『
謹
文
志
』
稿
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
比
較
的
容
易
に
誼
明
で
き
る
。
ま
ず
は
直
文
田
が
録
出

し
て
い
る
『
黄
志
』
各
部
小
引
と
京
大
本
の
小
引
の
一
致
。
嵐
氏
は
そ
の
『
霊
書
拾
補
』
中
に
『
宋
史
語
文
志
補
』

を
校
刊
す
る
に
際
し
、
こ

の
『
補
』
が
康
照
中
編
纂
の
『
明
史
謹
文
志
』
稿
、
即
ち
朱
文
滋
臓
本
『
資
士
山
』
に
擦
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
つ
い
で
侃
燦
「
明
史

(
『
黄
志
』
の
序
、
虚
氏
が
倶
氏
を
慈
文
士
山
全
鐙
の
撰
者
と
す
る
の
は
課
り
)
お
よ
び

『
責
志
』
各
部
の
小
引
を
そ
っ
く
り
各
首
に
録
し
た

事
文
志
序
」

の
で
あ
る
が

こ
の
小
引
と
京
大
本
の
そ
れ
が
、
僅
か
に
前
者
の
子
部
第
九
「
醤
方
類
」
を
後
者
で
は
「
醤
家
類
」

と
し
て
い
る
だ
け
で
、
他

は
全
く
同
文
な
の
で
あ
る
。
雨
者
の
小
引
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
こ
の
部
分
の
文
字
が
一
致
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

「
史
之



類
十
有
八
、
一
日
園
史
類
、
二
日
通
史
類
、
三
日
・
:
:
」
「
子
之
類
十
有
三
、
:
・
:
」
「
集
之
類
入
、
:
:
:
」
と
い
う
全
書
の
分
類
、

構
成
が

一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
京
大
本
『
謹
文
志
』
の
『
黄
志
』
た
る
こ
と
を
そ
の
大
枠
に
お
い
て
決
定
づ
け
て
い
る
、
と
謂

っ
て
よ

か
ろ
う
。
な
お
京
大
本
史
部
の
本
文
は
、
小
引
に
「
九
日
故
事
類
、
十
日
職
官
類
」
と
あ
り
な
が
ら
、

れ
は
単
な
る
装
訂
の
誤
り
に
相
違
な
く
、
別
に
怪
し
む
に
は
嘗
た
ら
な
い
。

そ
の
序
次
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

す
で
に
述
べ
た
逼
り
、

『
黄
土
ど

を
も
っ
て
自
蔵
の
『
千
頃
目
』
と
劃
校
し
た
の
だ
が
、
そ
の
校
語
を
遁
録
し
て
い
る
呉
氏
奔
経
棲
校
本
『
千
頃
目
』
と
京
大
本
『
謹

つ
い
で
直
文
招
が
用
い
た
『
責
志
』
の
本
文
と
京
大
本
の
そ
れ
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と。

虚
氏
は
朱
文
務
職
本

丈
志
』
を
掛
照
し
て
み
る
と
、
少
許
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
雨
者
の
基
本
的
な
一
致
は
疑
い
え
な
い
。
例
え
ば
史
部
の
冒
頭
「
太
組
高
皇
帝一

貫
録
」
篠
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
千
頃
目
』
の
注
に
は
「
建
文
元
年
正
月
、
救
修
太
旭
貫
録
、
:
:
:
至
(
永
築
)
九
年
、

一
帝
一
以
・
:
:
未
及
精
詳
、

乃
命
:
:
金
幼
孜
等
震
纂
修
、
而
命
挑
贋
孝
、
夏
元
士
ロ
監
修
、
十
六
年
五
月
、

書
成
準
上
」

と
あ
る
の
に
射
し
、
盛
氏
が
校
改
し
た
文
は

「先

是
、
建
文
元
年
正
月
(
虚
校
「
黄
志
作
五
月
b

i
---金
幼
孜
等
矯
纂
修
官
、
而
命
挑
贋
孝
、
夏
元
吉
篤
監
修
、
十
六
年
五
月
、

書
成
準
呈
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
京
大
本
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
注
は
「
先
是、

建
文
元
年
五
月
、
・
:
:
未
極
精
詳
、

:
:
:
金
幼
致
篇
纂
修
官
、
而
命
挑
康

孝
、
夏
元
士
口
篤
監
修
、
十
六
年
五
月
、
書
成
準
呈
」
と
な

っ
て
い
て
、
監
校
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
京
大
本
の
「
金
幼
孜
」
は
む
ろ
ん
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字

の

靴

、

た

だ

「

未

極

精

詳

」

句

は

過

鋒

の

遺

漏

、

ぃ
。
と
も
あ
れ
「
太
組
寅
録
」
篠
の
よ
う
な
例
は
以
下
に
も
枚
奉
に
暇
な
い
ほ
ど
多
く
、

」
の
下
に
「
等
」
が
な
い
の
も
脱
字
ら
し
い
が

も
し
く
は
盛
氏
の
漏
校
か
も
し
れ
な

」
れ
を
偶
合
と
考
え
る
こ
と
は
絶
射
に
不
可
能
で
あ

る
更
に
本
文
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
直
校
の
補
録
し
て
い
る
書
が
ほ
ぼ
す
べ
て
京
大
本
に
見
え
る
、

と
い
う
事
貫
も
あ
る
。

直
校
の
『
千
頃

目
』
に
劃
す
る
増
補
は
、
京
大
本
に
依
落
の
な
い
史
子
二
部
で
言
う
と
、
前
者
に
八
十
部
、
後
者
に
三
十
部
ほ
ど
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
史

部
の
「
嵐
忠
烈
公
年
譜
一
巻
」
の
み
を
例
外
と
し
て
、

他
は
す
べ
て
京
大
本
に
著
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

奔
経
棲
校
本
に
「
此
従
鹿
本
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補
」
と
あ
る
例
外
の
一
部
が
京
大
本
の
脱
漏
な
の
か
ど
う
か
、
所
謂
「
直
木
」
と
は
盛
氏
校
本
『
千
頃
目
』
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
必
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ず
『
黄
士
山
』
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ぬ
が
、
た
と
え
こ
の
書
の
著
録
に
つ
き
不
一
致
が
あ
る
と
し
て
も
、
直
校
が
擦
っ
た
『
責
志
』
と
京
大
本

『
謹
文
志
』
の
一
書
た
る
こ
と
は
、
そ
の
瞳
例
、
本
文
の
文
字
、
著
録
内
容
か
ら
し
て
、
も
は
や
全
く
疑
い
を
容
れ
ま
い
。

な
お
監
校
と
京
大
本
の
不
一
致
に
つ
き
少
し
考
え
て
お
け
ば
、
こ
れ
は
虚
校
が
過
録
さ
れ
た
も
の
、

と
い
う
貼
か
ら
し
て
蛍
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
む
ろ
ん
盛
氏
の
漏
校
も
無
く
は
な
か
ろ
う
し、

朱
文
湯
本
が
京
大
本
に
相
違
し
て
い
る
貼
、
更
に
は
直
氏
の
意
園
的
な
校
改
も
い
く
ら

か
は
あ
る
ら
し
い
。

例
え
ば
京
大
本
『
黄
志
』
と
『
千
頃
目
』
の
「
談
遜
園
権
一
百
巻
」
僚
を
見
る
と
、

そ
の
注
は
倶
に
「
字
仲
木
、
海
盟

人
」
と
な
っ
て
い
て
異
同
が
な
い
が
、
嵐
校
は
こ
れ
を

「字
揺
木
、
海
寧
人
」
と
改
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
直
校
は
、
朱
文
滋
本

に
擦
る
校
改
と
い
う
よ
り
、
盛
氏
自
ら
の
知
見
に
も
と
づ
く
訂
正
、
と
見
る
方
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。
ま
た
二
本
の
異
同
に
つ
い
て
は
、

前
に
見
た
「
金
幼
孜
」
と
い

?
た
字
の
誤
脱
以
外
、
例
え
ば
『
千
頃
目
』
に
は
著
録
さ
れ
ぬ
別
集
類
「
、
さ
雷帝
王
口
口
東
軒
詩
集
」
な
ど
、

本

の
著
録
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
書
に
つ
き
京
大
本
は
ご
巻
」
、

盛
氏
の
校
補
は
「
三
巻
」
と
す
る
の
だ
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ヵ:

一
を
三
に
誤
る
こ
と
は
少
な
く
、
こ
の
コ
ニ
各
」
は
朱
文
湯
本
の
文
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
本
の
異
同
に
ち
な
ん
で
述
べ
て
お
く
べ
き
は
、
京
大
本
に
ま
ま
見
ら
れ
る
文
字
の
控
去
で
あ
る
。
こ
の
抱
去
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
京
大

本
史
部
雑
史
類
(
『
千
頃
目
』
別
史
類
)
の
「
丁
元
薦
寓
暦
辛
亥
京
察
紀
事
十
巻
」

に
十
六
字
分
を
削
っ
た
痕
が
見
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
雑
家
類

「
陳
雅
言
天
封
六
篇
」
の
次
を

一
行
削
っ
て
空
白
に
し
て
あ
る
、
と
い
司

た

の
下
に
八
字
分
、

子
部
儒
家
類
「
股
登
蔵
聖
拳
正
脹
」
の
下

の
が
こ
れ
で
、
往
々
に
し
て
そ
の
理
由
を
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

丁
氏
僚
に
つ
い
て
言
え
ば
、

『
千
頃
目
』
の
こ
の
僚
に
は

「
又
三
太
宰
停
一
巻
」
の
七
字
が
あ
り
、
段
氏
篠
に
は

「字
子
登
、
無
錫
人
、
嘉

靖
壬
辰
進
士
、
金
華
知
府
」
と
い
う
十
六
字
の
注
が
あ
り
、
ま
た
陳
氏
僚
の
次
行
に
は
「
唐
懐
徳
破
高
総
録
又
鈎
玄
集
」
の

一
候
が
あ
る
の
だ

が
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
、
恐
ら
く
も
と
は
京
大
本
に
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
丁
氏
僚
の
空
白
人
字
分
は
、

「又」

字
の
上
を

一
格
空
け
る
京

大
本
の
盟
例
か
ら
し
て
、
ち
ょ
う
ど
『
千
頃
目
』
の
七
字
と
合
う
し
、
股
氏
僚
も
全
く
同
字
数
、
そ
し
て
こ
れ
ら
三
僚
は
す
べ
て
複
出
と
か
誤

り
と
か
、
削
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
開
ち
「
三
太
宰
停
」
は
京
大
本
俸
記
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
し
、

股
氏
傑
の
注
は
雑
家
類



「
徴
言
癖
読
」
等
の
僚
に
「
字
子
登
、
宣
城
人
、
嘉
靖
壬
民
進
土
」
云
々
と
あ
り
、
ま
た
唐
氏
の
書
は
類
書
類
補
元
に
「
唐
懐
徳
破
高
線
録
一

千
巻
(
注
略
〉
叉
鈎
元
集
」
と
し
て
著
録
さ
れ
る
。

「三
太
宰
俸
」
は
俸
記
類
に
著
録
さ
れ
て
嘗
然
だ
し
、
設
氏
の
籍
貫
、

登
第
年
は
雑
家
類

(

日

)

の
注
の
方
が
正
し
い
。
ま
た
唐
氏
の
書
も
分
類
、
倉
敷
を
記
す
こ
と
、
時
代
か
ら
言

っ
て
、
恐
ら
く
類
書
類
の
方
が
優
れ
て
い
よ
う
。
つ
ま
り

京
大
本
は
、
そ
う
大
し
た
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
何
ほ
ど
か
の
修
訂
を
経
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
京
大
本
に
相
嘗
量
の
追
記
が
あ
る
こ
と
と

こ
の
修
訂
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、

ど
う
も
こ
れ
は
底
本
と
は
別
の
本
、
訂
補
さ
れ
た
定
稿
と
い
っ
た
も
の
、

に
よ
っ
て
封
校
一
週
し
た
の
で
は

:
、
言
、

ち
し
カ

な
ど
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
に
せ
よ
薙
正
初
年
の
段
階
で
、

『
黄
志
』
の
本
文
に
は
も
う
俸
本
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が

生
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
え
よ
う
。

直
文
招
が
見
て
以
来
二
百
徐
年
、
も
は
や
侠
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
『
糞
志
』
は
、
残
本
と
は
い
え
そ
の
過
牢
を
存
し
て
今
に
俸
わ
っ

て
い
た
。
現
存
す
る
『
英
志
』
と
『
千
頃
目
』
を
劉
照
し
て
み
れ
ば
、
雨
者
は
確
か
に
相
似
た
目
録
な
が
ら
、
そ
の
「
内
容
は
九
九
パ
l
セ
ン

が
著
し
い
。

す
で
に
『
黄
士
山
』

に
著
録
さ
れ
て

『
千
頃
自
』

に
見
え
ぬ
書
の
こ
と
は
少
し
鯛
れ
た
が

買
の
と
こ
ろ
顛
著
な
の
は
そ
の
逆
、
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ト
ま
で
同
じ
」
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
ず
分
類
に
少
し
く
異
な
る
貼
が
あ
る
し
、
個
別
文
字
の
異
同
も
は
な
は
だ
多
く
、
何
よ
り
著
鋒
の
出
入

『
千
頃
目
』
に
著
録
さ
れ
て
『
古
典
志
」
に
見
え
ぬ
書
の
多
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
地
理
類
、

停
記
類
に
つ
い
て
も
南
自
の
著
録
数
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
。

つ
い
で
別
集
類
、
更
に
は
儒
家
類
、

ま
ず
地
理
類
で
言
え
ば
、
二
書
以
上
を
「
叉
」
で
連
ね
た
も
の
を
も
一
僚
と
数
え
、

『
千
頃
目
』
に
は
二
千
五
百
徐
僚
の
書
が
著
録
さ
れ
る

の
に
封
し
、

『
賞
士
山
』
が
著
録
す
る
の
は
八
百
僚
に
満
た
な
い
。
別
集
類
は
『
黄
志
』
が
「
以
上
正
徳
」
ま
で
の
不
全
で
あ
り
、

ま
た
『
千
頃

『
黄
土
ど
は
朝
代
に
よ

っ
て
匿
分
す
る
と
い
う
櫨
例
の
遣
い
も
あ
っ
て
、
正
確
な
劉

目』

が
撰
者
の
登
科
年
を
按
じ
て
著
録
す
る
の
に
劉
し、

比
を
な
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
欽
定

『
明
志
』

に
見
え
る
書
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
著
録
さ
れ
る
『
千
頃
目
』
成
化
以
前
と
現
存
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『
黄
志
』
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
は
千
七
百
僚
た
ら
ず
、
や
は
り
『
千
頃
目
』
の
方
が
数
百
篠
多
い
。

類
、
停
記
類
に
な
る
と
地
理
類
や
別
集
類
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
各
々
約
六
百
僚
と
四
百
八
十
僚
た
ら
ず
、

六
百
十
徐
僚
と

後
者
は
千
二
百
徐
僚
、

以
下
、

儒
家
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五
百
三
十
僚
た
ら
ず
、

な
お
二
、

三
割
が
た
の
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
買
を
眼
の
あ
た
り
に
す
れ
ば
、
直
文
昭
が
「
増
添
は
な

は
だ
多
」
い
と
言
っ
た
の
も
、

そ
れ
が
確
か
に

「増
添
」
な
の
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
『
千
頃
目
』
の
成
書
が
後
に
在
る
の
か
ど
う
か
は
後
に
見

る
と
し
て
、

な
る
ほ
ど
と
額
け
よ
う
。

こ
の
外
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
べ
き
『
千
頃
目
』
と
『
黄
士
山
』
の
相
違
と
し
て
は
、
睦
例
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
類
書
類
に
お
け
る
叢
書

子
自
の
問
題
、
お
よ
び
宗
室
別
集
の
問
題
、
く
ら
い
を
奉
げ
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。
叢
書
子
自
の
問
題
と
い
う
の
は
、
『
千
頃
目
』
は
『
黄

志
』
に
な
い
「
梅
純
積
百
川
翠
海
」
以
下
十
一
種
の
叢
書
を
著
録
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
「
司
馬
泰
文
献
象
編
」
以
下
六
種
に
つ

い

(

日
比

)

て
は
、
子
目
を
す
べ
て
列
記
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
し
た
所
以
は
、
恐
ら
く
そ
れ
ら
が
世
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
た

め
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
子
目
を
記
す
、
と
は
中
途
牢
端
だ
し
、

ま
た
人
種
の
子
目
だ
け
で
も
適
園

叢
書
本
で
二
十
五
葉
、

且
っ
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
は
元
以
前
の
著
作
と
複
出
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
瞳
例
の
混
蹴
、
冗
維
と
謂
わ
れ
て

も
仕
方
あ
る
ま
い
。
も
う
一
つ
、
宗
室
別
集
の
問
題
と
い
う
の
は

『t
頁
志
』
が
宗
室
の
集
を
「
宗
藩
」
と
し
て
一
括
し
、

「洪
武
」
の
前
に
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置
い
て
い
る
の
に
劃
し
、

『
千
頃
目
』
で
は
一
帝
后
の
後
に
藩
王
の
集
を
置
き
、

「
洪
武
」
よ
り
「
崇
頑
」
が
終
わ
っ
た
後
、
改
め
て
諸
王
以
外

の
宗
室
の
集
を
「
宗
藩
」
と
し
て
著
録
、
以
下
「
中
官
」

「
婦
女
」
等
と
結
く
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
文
招
は
『
千
頃
目
』
諸
王
別
集
の

末
に
「
『
英
志
』
は
こ
の
下
、

周
藩
奉
園
将
軍
安
侃
等
に
接
す
。
今
こ
の
木
、

後
の
中
官
の
前
に
載
す
る
は
大
い
に
謬
て
り
」
と
記
し

ま
た

が

「
盟
裁
を
失
」
し
た
も
の
と
謂
う
べ
き
で
、
盛
氏
が
厳
し
く
批
判
す
る
の
も
宜
な
る
か
な
、

「宗
藩
」
標
目
に
は
「
も
と
上
の
諸
王
に
接
す
。
今
、
分
か
ち
て
雨
露
と
作
す
は
大
い
に
謬
て
り
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り

『
千
頃
目
』

(

お

)

で
あ
る
。

『
資
志
』
は
『
千
頃
目
』
を
基
礎
と
し
て
で
き
た
、

と
い
う
通
設
は、

『
黄
志
』
が
『
千
頃
目
』
に
見
え
ぬ
書
を
著
録
し
て
い
る
、
と
い
う

事
買
を
主
要
な
根
擦
と
し
、
直
文
昭
が
い
う
『
黄
志
』
瞳
例
の
善
も
改
訂
の
結
果
だ
、
と
し
て
い
た
。
だ
が
著
録
の
多
寡
を
言
う
な
ら
、
そ
の

数
は
る
か
に
多
い
の
は
『
千
頃
目
』
で
あ
っ
て
、
通
説
の
主
要
な
根
擦
は
も
は
や
成
立
し
な
い
。
ま
た
『
千
頃
目
』
の
瞳
例
が
『
黄
土
と

よ
り

劣
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
寅
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
直
文
昭
が
言
う
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
盛
氏
が
最
も
問
題
と
す
る
の
は



「
郡
勝
の
志
は
ほ
と
ん
ど
載
せ
ざ
る
所
な
く
、
別
集
は
各
々
そ
の
科
第
の
年
に
就
き
て
以
て
先
後
と
な
し
、
:
:
:
宗
藩
と
宗
室
は
離
し
て
二
と

な
す
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
方
士
ゆ
か
}
備
録
す
る
の
が
依
貼
で
あ
る
か
ど
う
か
、
明
人
著
作
の
網
羅
を
一
義
と
す
れ
ば
、
評
債
は
む
し
ろ
逆
に
な

ろ
う
。
ま
た
別
集
を
撰
者
の
科
第
年
に
よ
っ
て
配
列
す
る
こ
と
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
方
法
と
謂
え
る
の
で
は
な
い
か
。
第

一、

南
日
韓
例
の
相
違
が
後
人
の
改
編
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

た
と
え
『
黄
志
』
韓
例
の
善
を
認
め
た
と
し
て
も
、

『
策
士
山
』
の
成
書
が
後
に

在
る
必
然
性
は
無
く
な
ろ
う
。

『
黄
士
山
』
と
『
千
頃
目
』
は
、
本
賞
の
と
こ
ろ
ど
ち
ら
が
先
に
在
り
、

ど
ち
ら
が
後
に
在
る
の
か
。

『
明
史
謹
文
志
』
稿
か
ら
『
千
頃
堂
書
目
』
へ

『
千
頃
目
』
雨
目
成
書
の
先
後
と
い
う
の
は
、
南
自
の
本
文
を
貧
際
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、

さ
ほ
ど
解
決
の
難
し
い
問
題
で
は
な

(

お

〉

い
。
ま
ず
『
千
頃
自
』
の
記
述
が
誤
り
で
『
黄
志
』
の
方
が
正
し
い
と
い
う
異
同
、
卸
ち
王
重
民
の
『
責
志
』
改
訂
稿
読
に
有
利
と
な
る
よ
う

は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ま
あ
る
。
例
え
ば
『
千
頃
目
』
地
理
類
の
「
劉
機
海
防
考
:
:
:
」
を
『
賢
志
』

は
「
劉
畿
:
:
:
」
と
し
て
い

『
黄
士
山
』

る
が
、
こ
れ
は
南
自
の
注
に
い
う
「
巡
撫
新
江
都
御
史
」
か
ら
考
え
て
、

後
者
が
正
し
い
に
違
い
な
い
。

同
様
に

『
千
頃
目
』
典
故
類
(
『
賞
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な
異
問
、

志
』
故
事
類
〉

「
大
明
舎
要
」
注
の
「
九
三
十
九
則
、
:
:
:
日
賞
賜
、

日
群
異
」
、

同
補
元
「
李
好
間
歴
代
一帝
王
故
事
(
其
目
有
四
、
一
日
聖
盟
国
、

二
日
孝
友
、
三
日
恭
倹
、
四
日
聖
率
、
凡
百
有
六
篇
〉
又
大
貫
録
、
叉
大
賀
亀
鑑
」
、
政
刑
類
「
包
津
東
川
政
績
」
注
の
「
字
民
望
、
都
陽
人
L

、
同

補
元
「
大
元
聖
政
園
朝
典
重
」
、
停
記
類
「
海
瑞
郭
裏
毅
公
家
俸
」
な
ど
も
、
各
ん
ベ
『
黄
志
』
の

「目
賞
賜
、
自
動
賞
、
日
群
異
」
、

「郭
嚢
靖
:::」

の
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

「
李
好
文

しー、

「
鄭
勝
人
」
、

「
・
:
:
園
朝
典
章
」
、

そ
の
理
由
を
少
し
説
明
し
て
お
け
ば
、

ま
ず

「
大
明
舎
要
」
注
は

「勧
賞
」
が
な
い
と

「
三
十
九
則
」

に
な
ら
な
い
。

つ
い
で
「
歴
代
一帝
王

故
事
L

の
撰
者
だ
が
、
こ
れ
は
『
元
史
』
李
好
文
俸
に
「
好
文
叉
集
歴
代
一
帝
一
王
故
事
、
総
百
有
六
篇
、
一
日
聖
慧
、
:
:
:
二
日
孝
友
、
:
・:
三

日
恭
倹
、
:
;
:
四
日
聖
事
、
:
:
:
又
取
古
史
:
:
:
治
範
輿
鹿
震
書
、
日
大
賀
録
、
又
取
:
:
:
震
書
、
名
目
大
賓
緬
鑑
」
と
あ
る
の
が
確
か
な
謹

撲
。
も
っ
と
も
雨
目
が

「
歴
代
帝
王
故
事
」
を
書
名
と
し
て
著
録
す
る
の
は
、
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『
元
史
』
に
よ
る
限
り
、
い
さ
さ
か
不
穏
嘗
で
は
あ
ろ
う
。
更
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に
包
潔
の
籍
貫
は

『題
名
碑
録
』
に
よ
れ
ば
鄭
豚、

「
園
朝
典
-一章
」
は
元
刊
本
が
現
存
、
第

「典
重
」
で
は
義
を
成
す
ま
い
。

「家
俸
」

は

と
い
う
と、

明
代
に
郭
姓
で
蓑
毅
と
話
さ
れ
た
人
は
見
嘗
ら
ぬ

一
方
、

卒
し
て
は
海
瑞
が
俸
を
書
い
て
い
る

(『
献
徴
録
』
四
一
二
)
こ
と
か
ら
し
て
、

郭
裏
婿
は
郭
腔
轄
で
あ
り
、

「南
京
に
官
た
り
て
は
海
瑞
と
像
素
を

敦」

く

(『明
史』

本
体
〉
し
、

ま
た
雨
目
と
も

「家
惇
」

の
前
一は

「郭
衷
靖
公
行
蹟
記
」
で
あ
る
が、

『
黄
土
ど
の
方
に
は

「
郭
麿
蒋
」
と
注
し
て
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
「
家
俸
」

の
主
も
明
ら
か
に
な
っ

て

い
る
、
と
い
う
睦
例
か
ら
し
て
、
こ
こ
は
『
貰
士
ど

の
方
が
正
し
い
に
違
い
な
い
。

『
黄
土
ど

の
方
、
が
『
千
頃
目
』

よ
り
優
れ
る
と
い
う
異
同
は
、
む
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
蚤
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

右
に
闘挙
げ
た
の
と
同
様
の
、

『
千
頃
目
』
が
誤
り
で

『
黄
志
』
が
正
し
い
、
と
い
う
正
誤
の
異
同
も
ま
だ
あ
る
し、

ま
た
『
千
頃
自
』
の
記
載
よ
り
『
責
士
ど
の
方
が
詳
し

い
、
と
い
う
詳
略
の
異
同
も
い
く
ら
か
あ
る
。

例
え
ば
『
千
頃
目
』
の
「
方
孔
招
全
法
略
記
十
二
巻
」

僚
は
正
文
の
み
だ
が
、

『
黄
土
ど

に
は

「崇
踊
元
年
、
孔
招
魚
職
方
郎
時
所
修
、
首
繭
門
、
及
居
庸
、
倒
馬
、
紫
荊
三
閥、

(
幻

〉

詳
」
と
い
う
七
十
五
字
に
及
ぶ
注
が
あ
る
し
、
ま
た
「
巌
従
筒
殊
域
周
苔
録
」
僚
で
も
、
『
寅
志
』

に
の
み

「嘉
輿
勝
人
、
嘉
靖
己
未
進
士
」

と
注
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
典
故
類
の

「船
政
新
書
四
位
包
」
に
し
て
も
、
『
寅
士
山
』
で
は

「侃
僚
船
政
新
書
四
巻

(字
森
仲
、
上
良
人、

高
暦
甲
民
進

そ
の
記
載
は
よ
り
周
到
、 次

:
・:、

末
日
師
中
表
、

神
勢
園
、

子
明

一
代
遅
備
魚
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士、

震
南
丘
(部
郎
時
修
、
後
官
現
州
知
府
)
」
と
記
さ
れ
て
い
て

詳
細
に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り

『
寅
志』

に
の
み
見
ら
れ
る
文
字
が
誤
り
で
、
よ

っ
て
『
千
頃
目
』

が
こ
れ
を
剛
去
し
た、

と
い
う
な
ら
雨
目
の
優
劣
は
逆
に
な
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
い

う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
な
い
だ
ろ
う
。

「全
溢
略
記」

と
「
周
苔
録
」
の
注
は
、
現
存
す
る
明
版
、
も
し
く

は
通
行
排
印
木
等
に
照
ら
し
て
そ
の
正
し
さ
を
確
認
で
き
る
し

「
船
政
新
書
」

の
記
述
に
し
て
も
、

「
震
南
兵
部
郎
時
修
」
と
成
書
の
経
緯

に
つ
き
具
盤
的
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
侃
涼
が
元
磁
の
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

誤
り
で

あ
る
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
正
誤
も
し
く
は
詳
略
に
お
い
て
、

『
黄
土
ど
の
方
が
『
千
頃
目
』
よ
り
優
れ
る
記
述
は
確
か
に
か
な
り
あ
っ
た
。

だ
が
こ

の
事
買
は、

『
黄

志』

が

『
千
頃
目
』
に
見
え
ぬ
書
を
い
く
ら
か
著
録
し
て
い
る
の
と
同
様

に、

こ
と
の
牢
面
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

『
千
頃
目
』
の
誤
り
と



は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
字
の
誤
り
、
単
純
な
脱
文
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
機
と
畿
、
問
と
文
な
ど
は
形
音
の
近
似
に
よ

っ
て
と
り
わ
け
誤
り
や
す
い

も
の
だ
し
、
都
と
鄭
、
重
と
晶
一草
な
ど
も
や
は
り
形
一
音
近
く
し
て
靴
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
詳
略
の
異
同
に
至
つ
て
は
、
も
し
『
責

志
』
が
先
に
在
る
と
す
れ
ば
、
直
文
昭
の
所
謂
「
小
注
は
ま
た
紗
膏
に
意
に
任
せ
て
剛
滅
さ
れ
」
た
結
果
と
考
え
て
何
ら
問
題
あ
る
ま
い
。
と

こ
ろ
が
雨
目
の
異
同
の
中
に
は
、

『
千
頃
目
』
の
方
が
優
れ
て
い
て
、

し
か
も
そ
れ
は
字
の
誤
り
や
脱
文
の
結
果
で
は
あ
り
え
ぬ
も
の
が
、
少

な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
『
英
志
』
の
「
南
軒
績
滑
南
志
二
加
」
は
、
『
千
頃
目
』
に
お
い
て
「
南
軒
清
南
志
十
二
巻
」
と
な
り
、
同
様
に
「
夏
時
正
杭
州
府

志
六
十
四
巻
(
成
化
中
修
ど
は
「
:
:
:
六
十
三
巻
(
成
化
十
一

年
修
〉
」
、
「
陳
善
杭
州
府
志

一
百
巻
」
の
注
「
高
暦
初
修
」
は
「
高
暦
己
卯
修
」
、

「
章
慾
蘭
渓
豚
志
五
巻
(
正
徳
庚
午
修
)
」
は

「
章
愁
鄭
錆
蘭
漠
:
:
:
(
弘
治
葵
丑
修)」
、
「
屡
希
賢
(
賢
は
乃
ち
顔
字
の
靴
)
一
一
一
闘
志
三
加
」
は

「
:
:
:
十
巻
」
、

「
信
停
燈
天
台
山
志
二
十
九
巻
」
は

「
穣
無
量
天
台
山
方
外
志
三
十
巻
(
字
惇
燈
、
衡
州
倍
、
高
暦
辛
丑
修
)
」、

「
田
喜
衡
西
湖
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務
質
志
」
は
「
田
汝
成
:
:
:
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
様
な
異
同
を
俸
紗
に
よ
っ
て
偶
然
生
じ
た
も
の
、

な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
紐
割
に
不

可
能
で
あ
る。

「
清
南
志
」
以
外
は
す
べ
て
『
千
頃
目
』
の
方
が
よ

(m〉

「
清
南
志
」
に
し
て
も
祁
承
燥
の
醸
し
た
『
清
南
勝
志
』
十
二
巻
二
期
は
ま
ず
南
軒
纂
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
ら、

こ
れ
ま
た
『
千
頃
目
』
の
方
が
優
れ
て
い
よ
う
。

し
か
も
こ
れ
ら
を
近
年
の
寅
査
に
も
と
づ
く
目
録
と
掛
照
し
て
み
れ
ば
、

り
正
確
だ
と
判
明
す
る
し
、

『
責
志
』
の
方
が
『
千
頃
目
』
よ
り
優
れ
る
異
同
と
い
う
の
は
、
俸
紗
に
よ
る
靴
脱
が
然
ら
し
め
た
差
異
、

?
た
。
だ
が
『
千
頃
目
』
の
記
述
が
『
責
志
』
よ
り
優
れ
る
諸
例
は
ど
う
か
。

と
考
え
う
る
も
の
ば
か
り
で
あ

『
千
頃
目
』
の
正
し
い
記
述
、
が
、
撰
者
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
別
人
に
よ
る
停
紗
や
妄
改
に
よ
っ
て
『
黄
志
』
の
如
く
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
よ
そ
考
え

つ
ま
り
『
黄
志
』
改
訂
稿
設
は
と
て
も
成
立
せ
ず
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
『
黄
志
』
が
先
に
在
り
、

ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

『
千
頃
目
』

が
こ
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れ
を
改
訂
、
増
補
し
た
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
お
『
千
頃
目
』
が
後
に
在
る
と
な
れ
ば
、

華
文
志
、
頗
る
こ
れ
(『千
頃
自
己
を
採
録
す
」
と
云
う
の
も
や
や
道
理
あ
る
か
の
如
く
だ
が
、

『
四
庫
提
要
』
に
「
欽
定
『
明
史
』

こ
れ
は
全
く
無
稽
の
談
で
あ
る。

『
明
史
』
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襲
文
志
は
『
明
史
稿
』
謹
文
志
を
丸
寓
し
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず、

そ
の
『
明
史
稿
』
華
文
志
は
、
増
訂
も
あ
る
が
基
本
的
に
は

『
黄
志
』
の

節
録
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

『
明
史
稿
』
華
文
士山
が
『
英
志
』
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
は
、

「徐
公
の
奮
士
山」
に
よ
る
、
と
い
う
前
に
見
た
誼

一
口
か
ら
し
て
、

そ
し
て
何
よ
り
雨
志
の

一
致
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

例
え
ば
既
述
の
も
の
で
は
「
杭
州
府
志
六
十
四
巻」

「僧
停
燈

天
台
山
志
二
十
九
巻
」
、

『
黄
土
ど
の
誤
り
が
、

「
田
塾
衡
西
湖
滋
賀
志
」
、
こ
れ
以
外
に
も
「
荷
一
一
関
長
安
客
話
」、

「張
鳴
鳳
桂
故
人
巻
桂
勝
十
四
俳
句
」
と
い

っ
た

『
明
史
稿
』
に
は
そ
の
ま
ま
照
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に

「
蒋
一

聴
」
は

「蒋

一
葵
」
の

「桂
勝
十
四

各
」
は
「
十
六
巻
」
の
誤
り
で
、

『
千
頃
目
』
に
は
い
ず
れ
も
正
し
く
、
但
し
後
者
に
は
な
ぜ
か
「
桂
故
集・
:
:
・桂
勝
集
」
と
「
集
」
字
を
加

え
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。

『
千
頃
目
』
の
成
警
が
『
黄
土
と
よ
り
後
に
在
る
、

と
い
う
考
誼
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
引
用
す
る
所
は
地
理
類
を
主
と
す
る
史
部
の
範
囲

-
L:
:
、、

旦
吉
凶
吋
刻
・
刀
ナ
ん

L

に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
固
よ
り
便
宜
の
た
め
、
史
部
が
最
も
封
照
に
便
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
子
、
集
部
に
は
同
様
の
結
論
を
導
く
に
足
る

と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
別
集
類
に
見
え
る
雨
目
異
同
の
若
干
な
ど
、
正
誤
と
か
詳
略
で
は
な
く
、
表
現
か
ら

雨
目
成
事
一
一
国
の
先
後
を
示
し
て
お
り
、
い
わ
ば
補
遺
と
し
て
、
こ
こ
で
引
い
て
お
く
に
値
し
よ
う
。
そ
れ
は
洪
武
時
の
人
、
練
魯
、
劉
明
、

- 88ー

お
よ

び
李
公
紀
各
人
僚
の
注
に
闘
す
る
も
の
で
、
『
千
頃
目
』

の
練
氏
篠
に
は
「
明
初
徴
之
、

不
出
」
、
劉
氏
僚
に
は

「
明
初
李
文
忠
勝
之
、
不
起
」

『
黄
志
』
で
は
と
も
に
「
園
初
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
虞
稜
は
崇
頑
二
年
生
、
十
六
歳
で
鯨
撃
に
入
ア
た
と

弘
光
政
権
を
含
め
て
一
年
ほ
ど
明
朝
の
生
員
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
む
ろ
ん
明
の
緑
を
食
ん
だ
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
後
も
別
に

(

川

口

)

節
を
抗
く
し
て
義
を
守

っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
正
式
に
は
清
朝
の
官
僚
と
な
ら
な
か

っ
た
、
あ
る
い
は
な
れ
な
か
っ

と
あ
る
の
が

い
う
か
ら
、

た
彼
は
、
康
照
二
十
年
代
に
な
っ
て
も
な
お
、
明
を
「
園
朝
」
と
す
る
遺
民
的
情
緒
を
何
ほ
ど
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

『
黄
志
』
に
見
え
る
「
園
初
」
な
る
表
現
は
、
責
虞
寝
と
い
う
人
の
、
更
に
敢
え
て
一

般
化
す
れ
ば
清
初
江
南
士
人
の
情
絡
を
博
え
て
い
る

し
、
ま
た
赦
撰
書
の
稿
本
に
そ
の
様
な
こ
と
が
記
さ
れ
う
る
、
と
い
う
史
館
総
裁
徐
乾
撃
周
造
の
雰
圏
集
を
も
停
え
て
い
て
、

引
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
『
責
志
』
が
『
千
頃
目
』
よ
り
先
に
成
っ
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
よ
う
。
先
に
私
家
目
録
と
し
て
編
纂
し
た

い
さ
さ
か
目
を



『
千
頃
目
』
で
は

「
明
初
」
と
記
し
た
も
の
か
、
後
に
志
稿
と
す
る
際
わ
ざ
わ
ざ
「
園
初
」
と
改
め
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
か

ら
で
あ
る
。

も

っ
と
も
こ
の
場
合
、

『
千
頃
目
』
で
も
も
と
は
「
園
初
」
と
あ

っ
た
の
だ
が、

後
に
俸
紗
者
に
よ
り

な
ら
ば
李
公
紀
僚
の
注
を

『
寅
士
山
』
で
は
「
龍
飛
八
(
至
正
十
九
)
年
、

同
葉
子
奇
薦
起
」、

と
し

て
い
る
の
は
ど
う
か
。

「龍
飛
」
と
い
え
ば
、

「
明
初
」

と
改
め
ら
れ

た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
く
も
な
か
ろ
う
。

『
千
頃
目
』
で
は
「
龍
鳳
元
(
至
正
十
五
〉
年
:
:
:
」

こ
れ
ま
た

「
園
初
」
と
同
様
の
遺

民
的
な
書
き
方
で
あ
る
の
に
劃
し
、

「
龍
鳳
」
の
方
は
車
な
る
大
宋
政
権
の
年
披
で
あ
る
し
、
且
つ
「
龍
飛
」
を

「龍
鳳
」
と
妄
改
し
た
上、

〈

初

)

「八」

を

「
元
」
と
詑
っ
た
か
改
め
た
か
し
た
こ
と
か
ら
、
事
質
関
係
も
誤
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
更
に
こ
こ
で
特
に
葉
子
奇
の
名
が
出
て
く

る
こ
と
だ
が
、

こ
れ
は

『
責
士
山
』
に
お
い
て
こ
そ
自
然
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

『
千
頃
目
』
に
お
い
て
葉
氏
の
集
は
李
氏
の
と
無
関
係

に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、

『
黄
志
』
で
は
李
氏
僚
の
そ
の
前
、

つ
ま
り
李
葉
二
氏
の
集
は
並
ん
で
著
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た

『
千
頃
目
』
と
は
『
寅
士
山
』
が
改
編
さ
れ
て
成

っ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
事
賓
で
あ
ろ
う
。

た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
を
承
け
、

改
め
て
そ
の
中
で
も
関
係
や
や
大
な
る
も
の
を
取
り
あ
げ
、

『
黄
士
山
L

『
黄
志
』
の
債
値
の
一
端

補
金

「大
金
集
躍
四
十
巻
(
明
日
目
六
年
、

膿
部
向
書
張
障
等
準
〉
」
の
一
僚
で
、
こ

」こ
で
は
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『
千
頃
目
』
は
『
黄
志
』
を
訂
補
し
て
い
る
と
同
時
に
、
停
紗
や
改
編
に
よ
る
有
意
、
無
意
の
詑
誤
を
も
少
な
か
ら
ず
設
生
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
『
千
頃
目
』

の
誤
り
に
つ

い
て
は
、

す
で
に
爾
目
を
比
較
し
た
際
い
く
つ
か
の
例
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

の
原
本

も
っ
て

を
示
し
て
お
き
た
い
。

か
く
言
う
の
は
『
千
頃
目
』
儀
注
類
、

れ
は
『
四
庫
提
要
』
に
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
、
ま
た
恐
ら
く
は
そ
の
「
欽
定
」

の
権
威
が
影
響
し
て
銭
大
所

『
元
史
襲
文
志
』
で
も
、

更
に
は

今
日
の
北
京
圃
書
館
や
中
央
圃
書
館
の
善
本
自
に
お
い
て
も
同
様
に
著
録
さ
れ
る
が
、
寅
は
こ
れ
こ
そ

『
千
頃
目
』
に
誤
ら
れ
た
も
の
な
の
で

ホ山
V
G

。
そ
も
そ
も
『
大
金
集
種
』
と
い
う
書
、
そ
の
諸
沓
本
は
み
な
撰
人
名
氏
を
著
さ
ず
、
要
す
る
に
撰
者
不
明
な
の
で
あ
る
が
、
銭
大
析
に
よ
れ
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ば
、
そ
の
中
で
は
薙
字
を
御
名
と
掛憎し
、
し
か
も
明
昌
以
後
の
事
に
及
ば
ぬ
こ
と
か
ら
見
て
、

〈

幻

〉

い
う
。
で
は
「
明
昌
六
年
」
云
々
と
い
う
注
は
何
な
の
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は

『
金
史
』
章
宗
紀
二
に
明
昌
六
年
十
二
月
「
戊
午
、
櫨
部
向
書

」
れ
は

「
必
ず
大
定
の
世
に
成
」

っ
た
も
の
と
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張
時
等
『
大
金
儀
櫨
』
を
進
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

『
大
金
儀
雄
』
の
注
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
様
な
誤
り
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で

あ
ろ
う
。
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
も
と
も
と
『
黄
志
』
に
は
「
大
金
儀
薩
(
明
昌
六
年
、
躍
部
向
書
張
時
等
進
)
/
大
金
集
瞳
四
十
巻
」
と
記
さ
れ

(

勾

)

て
お
り
、

『
千
頃
目
』
が
こ
の
ま
ま
照
録
し
て
お
れ
ば
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が

『

千

頃

目

』

は

、

一

僚

を

経

部

穫

祭

類

に
移
し
な
が
ら
そ
の
注
は
倒
り
忘
れ
、
こ
れ
を
誤
っ
て
次
行
の

「大
金
集
瞳
」
僚
に
繋
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。

こ
れ
を
事
盤
に
失
え
ば、

そ
ん
な
言
葉
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
一
例
で
は
あ
ろ
う
。 「儀

櫨
」

謬
つ
に
千
里
を
以
て
す
、
と
は
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
が
ら
、

四

『
千
頃
堂
書
目
』
の
成
立

『
千
頃
目
』
と
い
う
の
は
『
責
志
』
の
増
訂
版
で
あ
?
た
が

こ
の
増
訂
が
黄
虞
稜
本
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
雨
目
の

様
相
、

ま
た
史
館
を
辞
し
て
後
の
賀
氏
の
行
蹟
か
ら
し
て
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
こ
の
目
録
の
「
千
頃
堂
」
と
い
う
名
、
こ

- 90-

れ
は
本
嘗
に
美
虞
理
の
室
名
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
千
頃
堂
に
相
似
た
千
頃
粛
と
い
う
室
名
、
こ
れ
な
ら
確
か
に
黄
虞
稜
の
父
、
居
中
の
用
い
た

(お〉

も
の
で
あ
司
た
。
彼
の
『
千
頃
賛
蔵
書
目
録
』
六
巻
は
『
黄
志
』
に
も
著
録
さ
れ
る
し
、
鏡
謙
盆
の
「
責
氏
千
頃
菊
蔵
書
記
」
も
頗
る
知
ら
れ

た
文
章
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
千
頃
粛
と
い
う
室
名
は
、
居
中
だ
け
が
用
い
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、

そ
の
『
千
頃
驚
藤
書
目
録
』

に
し

て
も
、

た
だ
ち
に
「
黄
居
中
撰
」
と
す
る
こ
と
は
適
嘗
で
な
い
。

E

日
江
の
黄
海
鶴
(
居
中
)
先
生
、
:
:
:
書
六
寓
絵
巻
を
千
頃
粛
に
褒
め
、

天
下
こ
れ
を
稽
す
。

令
子
食
部
:
:
:
よ
く
父
の
書
を
守
り
、
丘
ハ

火
の
絵
、
や
や
も
散
侠
せ
し
め
ず、

且
つ
寓
徐
巻
を
増
盆
す
。
予
、
交
わ
り
を
食
部
に
定
め
て
後
、
始
め
て
親
し
く
そ
の
四
部
書
目
、
及

び
虞
山
の
銭
宗
伯
(
謙
盆
〉
、

我
が
友
鏡
子
湘
璽
(
陸
燦
〉
の
二
記
を
観
る
を
得
た
り
。

:
:
:
予
、
食
部
を
観
る
に
、
人
と
な
り
湛
静
に
し

て
精
深
の
思
を
好
み
、

ま
さ
に
よ
く
そ
の
(
積
書
の
)
要
を
得
ん
と
す
る
こ
と
疑
い
な
し
。
則
ち
そ
の
千
頃
粛
の
中
に
寝
食
起
昆
す
る
も、

そ
の
書
の
浩
博
に
し
て
折
衷
す
る
所
な
き
を
患
え
さ
る
や
、
亦
た
又
何
を
か
疑
わ
ん
。

か
つ
て
計
東
は
黄
虞
榎
よ
り
そ
の
「
四
部
書
目
」
、

卸
ち
『
千
頃
菊
蔵
書
目
録
』
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
際
、

(
川
品
〉

」
れ
に
序
し
て
か
く
述
べ
た
。



E

目
江
黄
氏
の
臓
書
は
確
か
に
「
天
下
こ
れ
を
稽
」
し
、
銭
謙
盆
、
銭
陸
燦
や
計
東
の
外
に
も
、
例
え
ば
康
照
十
八
年
、
高
斯
同
は

「
即
今
、
海

内
臓
書
の
家
、
残
編
散
落
す
る
こ
と
春
花
の
如
し
。
:
:
:
た
だ
聞
く
白
下
策
氏
の
室
、

ま
た
有
り
吾
が
郷
沼
氏
の
棲
。

商
家
の
巻
映
、

数
寓
に

(お〉

盈
ち
、
高
硯
ま
た
足
る
一
州
に
覇
た
る
に
」
と
詠
い
、
黄
氏
と
天
一

閣
沼
氏
を
蔵
書
故
家
の
典
型
、
碩
果
僅
か
に
存
す
る
も
の
と
し
て
並
稽
し

て
い
る
。
だ
が
彼
ら
が
稽
賛
し
た
の
は
黄
氏
父
子
の
蘇
書
で
あ
る
し
、
千
頃
粛
と
い
う
の
も
居
中
一
人
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
銭
謙
盆

の
「
積
書
記
L

は
居
中
、
虞
稜
「
父
子
の
名
と
こ
の
ハ
雨
世
の
〉

書
」
を
記
す
の
に
千
頃
粛
の
名
を
冠
し
た
の
で
あ
る
し
、
計
東
は
虞
榎
が

「千

頃
粛
の
中
に
寝
食
起
虚
」
す
る
と
言

司
た
。

千
頃
賛
が
虞
覆
の
室
名
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
査
慣
行
や
林
信
に
も
謹
言
が
あ
る
。
査
氏
は
康
県
五
十
三
年
、

林
同
『
孝
詩
』
の
景
紗
本
に

「
こ
れ
金
陵
黄
氏
の
千
頃
驚
抄
本
な
り
。
己
丑
(
己
巳
、
康
照
二
十
八
年
の
靴
な
る
べ
し
)
余
、
都
下
に
客
た
り
て
、

曾
て
食

(
M
m
)
 

部
の
案
頭
に
こ
れ
を
見
た
り
」
と
。
む
ろ
ん
こ
の

「
千
頃
粛
抄
本
」
は
責
居
中
の
紗
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
査
氏
に
と
っ

て

践
し
て
こ
う
言
う
、

は
「
食
部
の
案
頭
」
で
見
た
虞
程
の
臓
本
で
あ
り
、
千
頃
粛
を
居
中
だ
け
の
室
名
と
し
て
用
い
た
、
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
林
倍
は

康
照
五
十
六
年
、

こ
こ
で
は
園
初
以
来
の
代
表
的
蔵
書
家
と
し
て
「
江
南
は
則
ち
海
虞
鐘
氏
の
緯
雲
棲
、

(

幻

)

氏
の
千
頃
粛
、
昆
山
徐
氏
の
停
是
棲
、
断
東
西
は
則
ち
嘉
輿
朱
氏
の
曝
霊
園
亭
、
鄭
回
開
花
氏
の
天
一
関
、

最
も
著
わ
る
」
と
い
い
、
虞
稜
を
稽
す

「
近
代
海
内
の
臓
書
家
」、
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江
寧
黄

る
に
千
頃
粛
を
以
て
し
て
い
る
。

つ
ま
り
嘗
時
の
人
は
、
居
中
の
み
な
ら
ず
虞
穣
に
つ
い
て
も
千
頃
粛
の
名
を
用
い
た
の
で
あ
り
、

千
頃
堂
な

る
室
名
が
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
一
向
に
な
い
。

も
っ
と
も
「
千
頃
堂
」
と
い
う
文
字
が
、
嘗
時
の
文
献
に
全
く
現
れ
て
こ
な
い
か
と
言
え
ば
、
貫
は
そ
う
で
も
な
い
。

作
り
、
来
り
て
登
る
千
頃
の
堂
。
白
頭
、
故
奮
を
憶
わ
ば
、

遺
蹟
、

治
桑
を
感
ず
」
と
は
他
な
ら
ぬ
責
虞
榎
本
人
の
言
、
彼
が
責
宗
義
へ
の
贈

(お〉

詩
中
に
述
べ
る
所
で
、
こ
こ
に
は
は

っ
き
り
千
頃
堂
の
三
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、

決
し
て
虞
榎
に
千
頃
堂
の
室
名

「常
に
陪
京
の
客
と
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あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
も
そ
も
責
宗
義
が
「
来
り
て
千
頃
の
堂
に
登
」

っ
た
の
は
「
治
桑
」
以
前
、

つ
ま
り
こ
の
千
頃
堂
は
黄
居
中

そ
の
堂
字
も
押
韻
お
よ
び
行
文
の
都
合
か
ら
用
い
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
千
頃
粛
の
蔵
書
を
ご
覧
に
な

の
蔵
書
慮
を
謂

っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
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っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
を
、
千
頃
の
堂
に
登
る
と
表
現
し
て
も
、

そ
れ
は
全
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

千
頃
努
が
黄
居
中
、
虞
稜
父
子
の
室
名
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

『
千
頃
驚
蔵
書
目
録
』
は
黄
居
中
が
「
俸
を
積
み
て
書
を
購
う
こ
と
六
高
齢
臨

(
m
U
)
 

っ
た
藤
書
を
著
録
し
た
も
の
で
あ
司
た
。
計
東
の
蔵
書
目
序

巻
、
虞
程
に
至
り
て
ま
す
ま
す
偏
ね
く
秘
本
を
捜
し
、
績
げ
て
八
高
徐
巻
に
至
」

は
そ
の
こ
と
を
読
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
朱
葬
品
丹
が
「
監
丞
(
居
中
〉
鋭
意
書
を
放
し
、

(
初
〉

に
増
し
月
に
盆
し
、
:
:
:
著
録
す
る
こ
と
九
そ
八
菌
加
(
巻
?
と
と
言
っ
て
い
る
の
も
、

手
白
か
ら
抄
撮
す
。

仲
子
虞
理
こ
れ
を
縫
ぎ
、
歳

や
は
り
同
様
の
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。

つ
ま
り

『
黄
士
山
』
に
「
賀
居
中
千
頃
驚
臓
書
目
録
」
と
記
さ
れ
る
の
は
む
ろ
ん
誤
り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば

「
黄
居
中
誠
、
男
虞
覆
附
盆
並
編

定
」
と
い
う
こ
と
を
居
中
一
人
で
代
表
さ
せ
た
も
の
、

だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

八
高
径
の
書
を
擁
す
る
千
頃
粛
の
二
世
主
入
賞
虞
覆
は
、

そ
の
大
臓
書
家
な
ら
で
は
の
知
識
を
存
分
に
護
揮
し
て
『
明
史
謹
文
志
』
稿
を
著

し
、
そ
し
て
こ
の
志
稿
は
後
人
に
よ
る
増
補
を
鰹
た
後
、

『
千
頃
堂
書
目
』
と
し
て
世
に
流
俸
し
た
。

で
は
黄
氏
の
志
稿
、

『
黄
土
ど
を
増
訂
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し
、
こ
れ
に
「
千
頃
堂
」

な
る
名
を
つ
け
た
後
人
は
誰
な
の
か
。
恐
ら
く
杭
世
駿
で
あ
る
。
奔
経
棲
本
『
千
頃
目
』
に
は
杭
氏
の
手
践
が
あ
っ

て
こ
う
云
う
、

右
『
千
頃
堂
目
』
、
金
陵
賀
稔
部
の
輯
む
る
所
な
り
。
散
部
は
徴
さ
れ
て
明
史
を
修
め
、
こ
の
書
を
魚
り
て
以
て
華
文
志
の
採
用
に
備
う
。

横
雲
山
人
(
王
鴻
絡
)
宋
遼
金
元
四
朝
を
剛
去
し
、

そ
の
中
の
十
の
六
、

七
を
刺
取
し
て
史
志
と
な
す
。
史
館
重
ね
て
修
む
る
も
の
り
て

改
め
ず
、
食
部
の
初
旨
を
失
え
り

。

:

歳
、

辛
亥
(
潅
正
九
年
)
に
在
り
、

曝
書
亭
朱
氏
よ
り
こ
の
本
を
購
い
得
、

亙
や
か
に
録
出
し

て
以
て
史
官
の
失
を
簸
し
め
ん
と
す
。
読
者
そ
の
迂
を
映
う
こ
と
無
き
を
得
ん
や
。
戊
辰
(
乾
隆
十
三
年
〉

六
月
一
日
、

蓄
史
杭
世
駿

(

但

)

と
。
即
ち
杭
氏
は
こ
の
本
を
朱
葬
傘
の
子
孫
よ
り

「
購
得
」
し

「録
出
」
し
た
、
と
い
う
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
奔
経
棲
本
に
つ
い
て
言

え
ば
、
こ
れ
は
杭
氏
が
「
購
得
」
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
本
に
は
曝
書
亭
嘗
識
を
示
す
蔵
印
や
題
践
な
ど
全
く
な
い
し
、
何
よ
り

紗
寓
の
年
代
、
内
容
が
、
そ
の
朱
弊
辱
臓
本
に
非
，
さ
る
こ
と
を
誼
す
の
で
あ
る
。
ま
ず
紗
寓
の
年
代
に
つ
い
て
言
う
と
、

ま
た
異
字
を
貞
、
正
に
改
め
て
い
た
り
も
す
る
。

こ
の
本
の
玄
、
胤
字

は
往
々
に
し
て
末
筆
を
依
き
、

つ
ま
り
こ
の
本
の
文
字
に
は
明
ら
か
に
薙
正
一帝
誇
を
避
け
た



も
の
が
あ
り
、

そ
の
紗
寓
が
朱
葬
品
尋
の
卒
年
、
康
照
四
十
八
年
よ
り
後
に
在
る
こ
と
は
確
貫
で
あ
る
。
更
に
言
う
と
、
こ

の
本
の
弘
字
は
本
字

の
ま
ま
、
暦
{
子
は
暦
に
作
る
の
を
逼
例
と
す
る
が
、
た
だ
暦
数
類
の
本
文
に
つ
い
て
の
み
は
、
そ
の
麿
字
の
多
く
を
歴
も
し
く
は
懸
と
し
、

ま

た
別
集
類
「
弘
治
壬
成
科
」
の
弘
字
も
末
筆
を
歓
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
結
局
こ
の
一
本
、

そ
の
紗
潟
の
下
限
は
乾
隆
初
年
に
ま
で
降
る

ら
し
く
、
こ
れ
は
も
う
杭
世
駿
が
「
録
出
」
せ
し
め
た
も
の
に
間
違
い
な
し
、
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
内
容
で
あ
る
が

こ
の
本
は
単
に
朱
葬
傘
蔵
本
を
「
録
出
」
し
た
だ
け
で
な
く
、
更
に
そ
れ
を
改
訂
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な

ぃ
。
だ
い
た
い
奔
躍
棲
本
は
杭
氏
の
所
謂
『
千
頃
堂
目
』
、

我
々
が
普
通
に
知
る
『
千
頃
堂
書
目
』
そ
の
も
の
で
あ
っ
て

朱
葬
品
与
が
臓
し
て

い
た
『
黄
土
ど
と
は
最
初
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
朱
氏
が
『
黄
志
』
以
外
に
『
千
頃
目
』
を
も
蔵
し
て
い
て
、
そ
れ
を
杭
氏
が
俸
録
し

た
と
い
う
な
ら
話
は
別
で
あ
る
が
、
奔
経
棲
本
が
朱
氏
臓
本
を
増
訂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
杭
氏
自
ら
の
言
に
徴
し
て
疑
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
杭
氏
の
言
と
は
「
黄
氏
書
録
序
」
の
一
篇
、

い
わ
ば
筆
に
信
せ
て
自
賦
本
に
識
し
た
題
践
と
は
異
な
り
、

よ
り
周
到
な
用
意
の
下
、
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正
規
の
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
、

で
あ
る
。

辛
菌
(
辛
亥
、
潅
正
九
年
の
誤
〉
春
、

不
信
『
漸
士
山
』

(
薙
正
『
漸
手
通
志
』
)
経
籍
を
修
め
ん
と
し、

」の

書
を
需
む
こ
と
甚
だ
盃
や
か
な

り
。
嘗
湖
の
陸
陸
堂
検
討
(
泰
一
勅
)
か
つ
て
二
加
を
携
え
て
来
る
に
、
鰹
史
あ
り
て
子
集
な
し
。
(
乾
隆
元
年
春
)
京
師
に
居
る
に
壁
び
、

た
だ
明
人
あ
る
の
み
に
し
て
南
宋
以
後
の
諸
公
を
依

く
。
蓋
し
明
史
の
た
め
に
見
を
起
こ
し
、
固
よ
り
未
だ
食
部
が
四
代
を
網
羅
す
る
の
苦
心
を
知
ら
ず
。
た
だ
一
脚
宗
の
時
、
張
萱
、
呉
大
山

句
南
の
全
孝
廉
(
租
望
)
ま
た
五
加
を
携
え
て
示
さ
る
。

み
な
史
館
よ
り
録
出
し
、

等
、
重
ね
て
内
閣
の
目
を
編
み、

他
書
は
多
く
叫
乱
闘
し
て
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
、
濁
り
地
理
の
一
類
の
み
は
詳
一
該
に
し
て
支
な
ら
ず
。
散

部
は
親
し
く
こ
の
書
を
見
た
る
に
、
乃
ち
濁
り
こ
れ
を
采
用
せ
ず
、
掛
漏
す
る
所
の
者
、
時
君
臨
し
き
を
不
可
解
と
な
す
。
因
り
て
聞
見
す

且る
つ所
食の
部者
をを
九取
原り
にて
慰や
めゃ
んこ
とれ
せを
る足
な ー成
り泌す

一
は
則
ち
以
て
史
職
の
信
を
考
う
る
に
備
え

一
一
は
則
ち
以
て
こ
の
書
の
歓
遣
を
完
う
し
、
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礎
知
正
九
年
、
杭
世
駿
は
「
漸
江
逼
志
』
の
経
籍
を
分
修
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
資
料
と
し
て
糞
虞
稜
の
目
録
、

「
賀
氏
書
録
」
を
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求
め
た
。
彼
が
訪
求
し
た
こ
の
目
録
は
史
館
識
本
と
同
室
円
即
ち

『
黄
志
』
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
志
局
な
い
し
そ
の
総
裁
で
あ
る
李
衛
の

威
光
が
き
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
年
の
う
ち
に
も
う
朱
葬
傘
奮
臓
の
一
本
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
た
だ
杭
氏
に
よ
る
に
、
こ
の
「
黄
氏
書
録
」

に
は
な
お
依
遺
あ
っ
て
、
特
に
そ
の
地
理
類
な
ど

『
内
閣
臓
書
目
録
』
と
針
照
す
れ
ば
掛
漏
お
び
た
だ
し
い

の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り

「
責

氏
書
録
」
に
著
録
さ
れ
る
方
志
は
、

『
内
閣
目
』
志
乗
部
に
著
録
す
る
所
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
京
大
本

『
責
志
』
お
よ

び
奔
経
棲
本
『
千
頃
目
』
を
適
園
叢
書
本
『
内
閣
目
』
と
掛
照
し
て
み
る
に
、
『
黄
志
』
と
『
内
閣
目
』
が
共
通
し
て
著
録
す
る
方
志
は
百
除

『
内
閣
目
』
著
録
の
方
志
は
約
七
百
種
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
う
ち
の
六
百
種
ば
か
り
は
『
責
志
』
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。

の
み

一
方
、
拝

経
模
本
『
千
頃
目
』
は
と
い
う
と

『
内
閣
目
』
に
見
え
る
方
志
で
こ
ち
ら
に
著
録
さ
れ
な
い
の
は
僅
か
に
九
部
、
そ
れ
も
す
べ
て
「
莫
詳
編

纂
姓
氏
」
の
書
ば
か
り
で

要
す
る
に
『
内
閣
目
』
志
乗
部
は
す
べ
て
奔
鰹
棲
本
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
、

と
謂
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち

「
黄
氏
書
録
」
と
は
や
は
り
『
黄
土
ど
の
こ
と
、
そ
し
て
奔
経
模
本
『
千
頃
目
』
は
「
聞
見
す
る
所
の
者
を
取
り
て
や
や
こ
れ
を
足
成
」

し
た

増
訂
本
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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『
内
閣
目
』
に
著
鋒
さ
れ
る
も
の
の
外
、
更
に
千
種
以
上
の
方
志
、
専
志
な
ど
を
増
補
し
て
い
た
。
方
志
と
い
う

の
が
一
般
に
は
ご
く
低
く
し
か
評
債
さ
れ
ぬ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
り
、
一
人
の
耳
目
を
以
て
こ
れ
だ
け
の
増
補
を

な
す
と
い
う
の
は
、
普
通
に
言
え
ば
頗
る
怪
し
む
べ
き
こ
と
、
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
杭
氏
は
仁
和
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
杭
州
、
お

よ
び
漸
東
の
一
帯
は
、
前
に
天
一
閣
、
滋
生
堂
、
杭
氏
と
相
前
後
し
て
は
越
豆
、

車
社
、
直
錆
な
ど
、
方
志
を
も
熱
心
に
求
め
た
識
書
一家
守
一輩

〈
お
〉

出
し
た
地
方
で
あ
る
。
彼
ら
は
数
百
な
い
し
千
部
に
も
上
る
方
志
を
牧
醸
し
て
い
た
と
俸
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
頭
書
、
も
し
く
は
そ
の
議
書
目

『
千
噴
目
』
地
理
類
は

を
「
聞
見
」
し
う
る
な
ら、

な
る
ほ
ど
千
種
の
増
補
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
杭
氏
が
『
黄
志
』
の
方
志
著
録
を
特
に
問
題
と
し
、
大
量

の
増
補
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
を
取
り
ま
く
濁
特
の
風
気
、
方
志
に
射
す
る
例
外
的
な
闘
心
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
不
自
然
で
は

な
い
。
ま
た
地
理
類
に
衣
ぐ
大
量
の
増
補
が
見
ら
れ
る
別
集
、
や
は
り
正
統
的
な
撃
者
、
蔵
書
家
に
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
ぬ
も
の
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
方
志
へ
の
関
心
か
ら
、
あ
る
程
度
は
説
明
が
つ
く
だ
ろ
う
。
方
志
へ
の
闘
心
と
い
う
の
は
近
代
の
掌
故
に
封
す
る
関
心
、
と
す
れ
ば



そ
れ
は
近
人
別
集
へ
の
関
心
と
結
び
つ
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

杭
世
駿
が
『
黄
志
』
を
「
黄
氏
書
録
」
と
稽
し
た
の
は
、
恐
ら
く
欽
定
『
明
史
』
喜
文
志
の
名
を
避
け
る
、
と
い
う
一
意
園
あ

っ
て
の
こ
と
で

(
川
品
〉

あ
っ
た
。
果
鶏
が
「
遁
古
堂
遺
文
」
よ
り
録
出
し
た
序
の
末
尾
に
は
「
秦
亭
老
民
杭
世
駿
」
と
署
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
乾
隆
八
年
に
杭
氏
が

官
を
覧
ぜ
ら
れ
て
後
、
即
ち
『
明
史
』
刊
行
後
の
作
ら
し
い
し
、
ま
た
文
中
に
「
今
の
こ
の
志
を
震
る
者
」
を
批
剣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
少
な
く
と
も
杭
氏
は
『
明
志
』
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
。
だ
が
『
明
志
』
と
同
名
の
『
黄
志
』
が
「
賀
氏
の
書
録
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は

理
解
で
き
る
と
し
て
も
、

そ
の
増
訂
本
を
杭
氏
は
な
ぜ
『
千
頃
堂
目
』
と
稽
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
は
な
ぜ
自
ら
の
培
訂
に

つ
き
何
も
言

わ
ず
、

た
だ
「
金
陵
糞
食
部
の
輯
む
る
所
」
と
の
み
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
な
理
由
は
分
か
ら
な
い
。

た
だ
杭
氏
の
『
千
頃
目
』
肢
は

『
責
志
』
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

ま
た
そ
の
「
千
頃
堂
目
」
と
い
う
名
も
、
単
に
黄
虞
稜
の
目
録
と
い
う
意
に
過
ぎ
な

か
っ
た
ろ
う
。
責
氏
の
室
名
は
千
頃
斎
で
あ
っ
た
が
、

『千
頃
驚
目
』
と
い
え
ば
黄
氏
父
子
の
家
蔵
書
目
を
謂
う
こ
と
に
な
る
し
、

ま
た
責
氏
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自
ら
も
「
千
頃
の
堂
に
登
る
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
千
頃
衡
を
千
頃
堂
と
言
い
換
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
韓
は
特
に
誤
り
と
い

う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
千
頃
堂
目
」
の
名
は
、
杭
氏
培
訂
本
が
停
録
さ
れ
て
い
く
中
で
一
個
の
濁
立
し
た
書
名
と
な
り
、

分
巻
ま
で
さ
れ
て
『
千
頃
堂
書
目
』
三
十
二
巻
と
な
っ
た
。

奔
経
棲
本
『
千
頃
目
』
は
も
と
も
と
書
名
な
く
、
と
い
う
か
少
な
く
と
も
書
名
を
明
示
せ
ず
、
不
分
巻
で
も
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
今
の
拝
経
棲

本
に
は
、
目
録
の
首
に
「
千
頃
堂
書
目
/
温
陵
寅
虞
寝
食
部
輯
」
と
あ
り
、
毎
巻
首
に
も
「
千
頃
堂
書
目
巻
之
幾
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
。
だ

が
そ
れ
は
倶
に
、
呉
饗
が
直
文
昭
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
呉
氏
は
杭
本
よ
り
庫
本
の
方
が
「
蓄
既
に
詳
し
き
を
加
え
、

「
千
頃
堂
書
目
巻
之

ご

の
下
に
「
毎
巻
の
首
こ
の
僚
を
列
ぬ
る
は
、
倶
に

且
ィコ

序
回
多
し
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
本
文
に
つ
い
て
も
そ
の
最
初
、

庫
本
よ
り
増
す
」
と
記
し
、

は
っ
き
り
こ
の
一
行
が
本
来
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
断
っ
て

い
る
。

貫
際
、

毎
巻
の
首
行
が
後
補
で
あ
る
こ
と

は
、
ま
ず
見
た
目
に
も
そ
れ
と
知
れ
よ
う
し
、

ま
た
こ
こ
だ
け
が
牟
葉
十
行
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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本
は
毎
半
葉
九
行
で
寓
さ
れ
て
い
る
の
に
、
巻
頭
だ
け
は
書
名
巻
数
の
一
行
十
補
っ
た
た
め
十
行
に
な
り
、

更
に
は
上
、
中
、
下
に
分
か
れ
て
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い
る
地
理
類
な
ど
、

そ
の
中
、
下
は
「
地
理
類
中
(
下
〉
」
の
一
行
も
新
た
に
補
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
寛
に
十
一

行
と
な
っ
て

い
る
の

で
あ
る
。

直
文
昭
が
侍
録
し
た
『
千
頃
自
』
は
、
固
よ
り
杭
世
駿
の
増
訂
本
で
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
呉
氏
が
得
た
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
拝
鰹
棲
本

の
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
、
更
に
杭
氏
が
少
許
の
増
補
を
加
え
た
別
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
奔
組
棲
本
巻
十
七
、
洪
武

別
集
の
末
、
在
思
敬
篠
の
後
に
呉
氏
は
、
ま
ず
『
黄
志
』
に
あ
る
麿
俊
の
一
僚
を
補
い
、
次
い
で
梁
時
以
下
十
一
僚
を
追
記
し
た
上
、

梁
時
僚

の
上
に
「
以
下
倶
杭
補
」
と
い
う
眉
批
有
加
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
麿
氏
の
一
僚
は
、
直
氏
が
『
責
志
』
に
よ

っ
て
自
蔵
本
に
校
補
し
た
も

の
の
轄
録
と
考
え
る
の
が
嘗
然
、

な
ら
ば
同
時
に
追
記
さ
れ
て
い
る
「
以
下
倶
杭
補
」
の
十

一
僚
も
、

や
は
り
直
木
に
援
る
も
の
と
な
ろ
う
。

の
諸
僚
が
は
っ
き
り
そ
れ
と
分
か
る
形
で
記
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
拝
経
樫
本
に
見
え
る
「
杭
補
」
は
、
梁
時
以
下
の
諸
僚
を
除
け
ば
巻
八
、
「
張
橋
泉
河
志
」
候
の
眉
批
に

「
張
橋
後
、
杭

つ
ま
り
宜
氏
が
見
た
本
に
は
「
杭
補
」
、
杭
世
駿
の
増
補
と
い
う一意
に
相
違
な
い
、

と
に
か
く
そ
れ
は
、
杭
氏
の
も
と
に
奔
経
棲
本
と
は
別
の
一
本
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
庫
本
が
出
た
、

と
い
う
こ
と
が
一
推
定
さ
せ
よ
う。
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叉
補
泉
河
紀
略
八
巻、

不
著
姓
氏
、

室
町
張
純
書
、
杭
重
補
之
耶
、
侯
口
」
と
あ
る
も
の
の
み
で
、
こ
れ
を
含
め
て
も
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
、

『
千
頃
目
』
は
杭
世
駿
か
ら
直
文
昭
に
至
る
ど
こ
か
の
段
階
で
、
本
来
は
な
か

っ
た
書
名
が
加
え
ら
れ
、

三
十
二
巻
に
分
巻
さ
れ
た
。
そ
し

て
こ
の
『
千
頃
堂
書
目
』
三
十
二
巻
と
い
う
形
は
、
拝
経
樫
本
や
他
の
本
に
停
え
ら
れ
、
更
に
は
漸
江
巡
撫
の
採
進
を
経
て
『
四
庫
全
書
』
に

も
俸
え
ら
れ
、
一
般
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
諸
本
『
千
頃
目
』
は
、
今
日
利
用
し
う
る
最
古
本
、
な
い
し
は
租
本
と
謂
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
奔
経
楼
本
に
お
い
て
さ
え
、
『
黄
志
』
を
改
編
し
潟
定
す
る
過
程
で
、
す
で
に
か
な
り
の
説
院
を
護
生
さ
せ
て
い
た
。

つ
ま
り

明
一
代
の
塞
文
を
志
し
た
目
録
と
し
て

『
千
頃
目
』
の
寝
は
固
よ
り
稔
を
掩
わ
ぬ
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
の
壊
を
よ
り
少
な
く
す
る
に
は
、
残

本
『
黄
士
山
』
お
よ
び
奔
経
棲
本
に
過
録
さ
れ
た
庫
校
の
参
照
が
求
め
ら
れ
、
更
に
は
自
ら
の
知
見
に
よ
る
訂
補
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
遺
憾
な
の
は

一
九
九

O
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
よ
り
印
行
さ
れ
た
新
校
本
『
千
頃
堂
書
目
』
が
、
理
鳳
起
、
潜
景
鄭
と
い
う
大
家

期
待
さ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い

な

い

、

こ

の

新

校

本

は

と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

『
適
園
叢

の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、



書
』
修
訂
本
を
底
本
と
し
、

知
不
足
粛
本
に
宜
臭
二
氏
の
校
語
を
過
録
し
た
も
の
な
ど
を
以
て
校
訂
し
た
と
い
う
が
、

こ
の
本
は
往
々
臭
校
や
『
明
志
』
、

寅
際
の
所
そ
の
校
訂

丹
、
た
か
不
明
の
ま
ま
、
そ
れ
と
明
示
せ
ず
に
径
ち
に
本
文
を
改
め
て
い
る
し
、

は
、
何
を
基
本
と
し
ど
の
範
圏
で
出
校
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

あ
る
い
は
何
に
緩

ま
た
中
に
は
せ
司
か
く
『
千
頃
目
』
が
訂
正
し
た

『
黄
志
』
の

な
ど
と
い
う
の
は
修
齢
上
だ
け
の
話
で
は
あ
ろ
う

誤
り
を
、
直
校
に
よ
っ
て
改
回
し
て
し
ま
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
完
壁
な
校
訂
、

が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
新
校
本
が
人
の
一
意
に
満
た
ぬ
の
は
、
何
と
も
残
念
な
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
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註
(

1

)

莫
氏
『
宋
元
嘗
本
書
経
限
録
』
端
銭
て
新
編
事
文
類
豪
翰
墨
全
書

に
「
此
書
:
:
:
諸
家
書
目
、
唯
貧
農
稜
明
史
義
文
志
稿
有
之
、
蛍
亦
見

千
頃
堂
書
目
」
と
云
い
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
莫
氏
は
『
策
士
山
』
を
見
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

(

2

)

『
園
皐
季
刊
』
七
|
て
今
は
王
氏
『
中
園
目
録
皐
史
論
叢
』
〈
中

筆
書
局
、
一
九
八
四
)
に
よ
る
。

(
3
〉
寅
際
に
讃
み
え
た
も
の
は
張
明
華
「
千
頃
堂
書
目
的
源
流
」

〈『
文

史
』
第
二
十
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
)
、
同
氏
「
寅
虞
稜
和
他
的

千
頃
堂
書
目
」

(
『
皐
林
漫
録
』
九
集
、
中
華
書
局
、

一
九
八
四
)
の

二信
刷
、
お
よ
び
巌
佐
之
『
近
三
百
年
古
籍
目
録
翠
要
』
(
華
東
師
範
大

皐
出
版
、
一

九
九
四
〉

の
『
千
頃
堂
書
目
』
の
項
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

外
、
周
駿
富
「
明
史
筆
文
志
淵
源
考
」
(
『
園
書
館
皐
報
』
八
、
一
九

六
七
〉
が
あ
る
と
い
う
が
未
見
。

〈
4
〉
蓬
北
園
立
中
央
図
書
館
見
磁
。
そ
の
内
容
は
美
園
園
舎
闘
書
館
掻
影

北
卒
園
書
館
善
本
謬
片
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
よ
り
簡
単

に
は
王
振
撃
縛
録
慮
校
本
を
用
い
た
嬰
鳳
起
、
溶
景
鄭
同
校
『
千
頃
堂

書
目
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

O
)
に
よ
っ
て
も
よ
い
。
但
し

新
校
本
の
虚
校
は
縛
録
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
そ
の
面
白

を
停
え
て
い
な
い
。

(

5

)

こ
こ
は
王
氏
の
引
文
に
従
っ
て
い
る
が
、
そ
の
援
る
所
の
適
園
本
に

は
「
本
元
躍
部
員
外
郎
、
:
:
:
後
宣
徳
中
、
歴
官
雲
南
左
布
政
使
司
」

と
あ
り
、
本
来
は
「
宣
徳
中
」
の
上
に
「
後
」
字
が
あ
る
。
ま
た
適
園

本
の

「司
」
字
は
註
(

4

)

の
奔
経
複
本
、
お
よ
び

『
経
義
考
』
一

一一一

引
責
説
、
註
(

6

)

の
『
十
駕
資
養
新
銀
』
引
『
千
頃
目
』
に
嬢
っ
て
刷

っ
た
。
な
お
「
本
元
」
「
宣
徳
中
」
も
後
二
者
は
各
々
「
仕
元
信
刷
」

「
宣
徳
初
」
に
作
る
。

(
6
〉
銭
大
所
「
十
駕
努
養
新
録
』
十
四
、
元
慈
文
士
山
の
僚
に
「
曾
堅
詩
義

大
鳴
集
(
賞
作
録
、
銭
氏
『
元
史
護
文
士
山
』
不
誤
)
、
責
目
(『千
頃

目
』
〉
列
子
明
人
、
:
:
:
此
大
渓
也
、
按
(
御
定
)
四
朝
詩
、
堅
{辛了

白
、
臨
川
人
、
至
正
甲
午
進
士
、
官
至
翰
林
直
皐
士
、
・
:
:
賞
以
呉
興

同
姓
名
者
蛍
之
、
失
之
逮
尖
」
と
云
う
。

(
7
〉
奥
氏

『
愚
谷
文
存
』
四
、

重
校
千
頃
堂
書
目
抜
。
も
と
奔
経
楼
本
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『千
項
目
』
巻
末
、
ま
た
新
校
本
各
末
に
も
附
録
。

(

8

)

「
簡
解
貧
民
稜
『
千
頃
堂
書
目
』
標
貼
校
勘
本
」
。
註
〈
3
〉
の
張
明

華
一
九
八
四
年
論
文
、
お
よ
び
般
若
に
引
用
さ
れ
る
所
に
よ
る
。

ハ
9
〉
責
氏
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
乾
隆
『
泉
州
府
志
』
五
五
、
本
俸
に
よ

る
。
ま
た
賀
氏
が
北
京
を
去
っ
た
の
が
康
照
二
十
九
年
二
月
で
あ
っ
た

こ
と
は
、

『
清
史
列
停
』
十
、

徐
乾
準
停
、
お
よ
び
査
恨
行
『
敬
業
堂

集
』
十

て

奉
迭
玉
峯
山
間
書
徐
公
南
師
五
十
韻
、
向
、
題
壁
集
引
、
を

参
照
。

(

ω

)

『
清
史
稿
』
五
八
、
地
理
五
、
『
世
宗」
貫
録
』
三
年
八
月
葵
酉
。

〈
日
〉
康
照
中
の
遊
詩
規
定
に
つ
い
て
は
王
弘
撰
『
山
士
ど
の
九
例

〈康
照

三
七
年
以
後
の
作
)
に
、
ま
た
潅
正
帯
が
誇
字
を
頒
行
し
な
か
っ
た
ら

し
い
こ
と
は
文
廷
式
『
純
常
子
枝
語
』
二
三
に
よ
る
。
そ
の
他
、
詳
し

く
は
抑
稿
「
奮
書
筆
記
伺
」
(
『
聡
風
』一一
一O
、
一
九
九
四
〉

新
刻
四

書
主
一
意
聖
脈
即
時
燈
の
僚
を
参
照
。

(
ロ
〉
劉
承
幹
『
明
史
例
案
』
七
、
楊
決
先

(椿
〉
再
上
明
鑑
綱
目
館
総
裁

書
、
同
九
、
王
横
雲

(
鴻
緒
〉
進
呈
明
史
稿
疏。

(
日
)
股
氏
の
籍
貫
、
登
第
年
に
つ
い
て
は
朱
保
畑
、
謝
柿
森
同
編

『
明
清

進
土
題
名
碑
録
索
引
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

O
)
に
よ
る。

ま
た
唐
氏
の
書
は
銭
大
断
『
元
史
義
文
士
ど

に
も
京
大
本

『北東士山』

と

同
様
に
著
録
さ
れ
る
。

〈
M
)

適
園
叢
書
本
は
「
陳
縫
儒
賓
顔
堂
秘
笈
」
(
『
貰
志
』
著
録
〉
に
つ

い
て
も
子
目
を
記
す
が
、
奔
級
機
本
、
四
庫
全
室
百
本
は
叢
書
名
の
み
で

あ
る
。
『
(脳
笈
』
は
『
文
献
集
編
』
等
と
異
な
り
い
く
ら
も
あ
る
も
の

で
、
こ
の
勃
か
ら
言
っ
て
も
適
園
本
の
記
載
は
後
人
の
迫
補
で
あ
ろ

た
「
ノ
。

(日〉

奔
経
復
本
に
過
録
す
る
盛
氏
批
語。

「
失
健
裁
」
は
慮
氏

『
抱
経
堂

文
集
』
七
、
題
明
史
慈
文
志
稿
の
『
千
頃
目
』

-評。

(叩山〉

本
稿
で
用
い
た
『
千
頃
自
』
は
奔
経
楼
本
、
四
庫
全
書
本
、
適
園
叢

書
(
未
修
訂
)
本
の
三
本
だ
が
、
特
に
注
を
加
え
る
と
か
某
本
と
言
わ

な
い
場
合
は
、
す
べ
て
前
二
者
に
異
同
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
後

出
の
本
で
あ
る
適
国
本
は
、
前
二
者
に
比
べ
て
明
ら
か
に
本
文
債
値
が

劣
り
、
こ
の
本
だ
け
に
見
ら
れ
る
異
同
を
こ
こ
で
問
題
に
す
る
必
要
は

p
h

、
。

ふ
'
H
B
hv

〈
口
〉
奔
経
棲
本
に
よ
る
。
四
庫
本
は
こ
の
僚
を
院
し
、
適
園
本
は
「
巌
従

諌」

と
誤
る
。

(
泌
〉
『
泌
生
堂
書
目
』
五
に
よ
る
。
こ
の
郁
氏
蔵
本
で
あ
る
が
、
天
防省増

修
本
は
十
六
巻
だ
し
、
高
暦
志
の
前
の
嘉
靖
志
は
十
八
谷
、
且
つ
部
氏

の
蔵
す
る
方
志
に
正
徳
以
前
の
沓
志
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
よ
っ
て
こ
れ
は
ま
ず
高
暦
志
と
考
え
ら
れ
る
。

(
山
口
〉
乾
隆
『
泉
州
府
士
山
』
五
五
、
本
俸
。

ハ初〉

銭
謙
盆
『
列
朝
詩
集
』
甲
集
の
葉
子
奇
小
俸
に
よ
れ
ば
、
「
王
師
入

慮
、
子
奇
上
書
総
制
孫
炎
、
:
・
用
薦
主
巴
陵
簿
」
と
い
う
が
、
朱
元

環
の
箪
が
庭
州
を
陥
れ
た
の
は
至
正
十
九
年
、
ま
た
朱
元
環
が
は
じ
め

て
事
を
起
こ
し
た
の
は
至
正
十
二
年
(
『
明
史
』
太
租
紀

一〉
、
つ
ま
り

こ
の
年
が
ち
ょ
う
ど
「
龍
飛
八
年
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(

M

4

)

『
潜
研
堂
文
集
』
二
八
、
抜
大
金
集
躍
。

(
幻
〉
こ
れ
は

『黄
士
山
』
に
錬
っ
て
輯
録
し
た
虚
文
招

『
補
遼
金
元
妻
文

士ど

も
同
様
で
あ
る
。

(泊〉

『
牧
資
有
皐
集
』
一
一
六。

(川品〉

『
改
亭
集』

二
、
千
頃
務
磁
番
目
序

「耳
目
江
黄
海
鶴
先
生
・

・:
琢訳書
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六
蔦
絵
巻
於
千
頃
費
、
天
下
稽
之
、

令
子
品
服
部
:
;
:
能
守
父
書
、
兵
火

之
絵
、
不
精
散
侠
、
且
抽
唱
盆
首
円
徐
巻
、

予
定
交
食
部
後
、
始
得
親
説
其

四
部
書
目
、
及
虞
山
銭
宗
伯
、
我
友
銭
子
湘
震
二
記
、
:
:
:
予
翻
食

部
、
篤
人
湛
静
而
好
精
深
之
忠
、
持
能
得
其
要
無
疑
失
、
則
其
寝
食
起

庭
乎
千
頃
菊
之
中
、
不
患
其
書
之
浩
博
無
所
折
衷
也
、
亦
又
何
疑
駕
」。

(
お
)
『
石
園
文
集
』

て
停
是
穣
蔵
書
歌
。

(
M
m
)

薬
昌
織

『
縁
督
底
日
記
紗
』
四
、
丙
戊
正
月
初
十
「
訪
翼
甫
、
見
:
・

・
:
林
同
孝
詩
影
抄
本
、
有
査
侮
品
臨
時
肌
云
、
此
金
陵
賀
氏
千
頃
策
抄
本
、

己
丑
、
余
客
都
下
、
曾
於
品
間
部
案
頭
見
之
、
今
蹄
玉
峯
(徐
乾
摩
〉
季

子
、
甲
午
九
月
借
抄
畢
、
対
議
、
初
白
翁
」
。
な
お
政
中
の
「
己
丑
」

は
順
治
六
年
も
し
く
は
康
照
四
八
年
に
蛍
た
る
が
、
前
者
で
あ
れ
ば
査

氏
は
ま
だ
北
京
に
行
っ
て
お
ら
ず
、
後
者
な
ら
黄
虞
稜
は
卒
し
て
久
し

い
。
陳
敬
環

『
査
他
山
先
生
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
査
氏
は
康
照
一

一一一一
年

よ
り
二
九
年
ま
で
在
都
と
い
い
、
こ
の
「
己
丑
」
は
「
己
巳
」

の
誤
り

で
あ
ろ
う
。
丑
と
巳
は
形
近
く
、
査
践
を
逢
録
し
た
葉
氏
、

あ
る
い
は

「
日
記
抄
』
の
輯
者
王
季
烈
、
更
に
は
印
行
の
際
の
手
民
が
こ
れ
を
誤

っ
た
と
し
て
も
、
特
に
不
思
議
で
は
な
い
。

(
幻
)
『
園
立
中
央
国
書
館
善
本
序
銭
集
録

(史
部
)
』
(
同
館
、

一
九
九

一
二
)
奮
鈴
本
天
一
閤
書
目
僚
の
林
信
政
。

(
叩
ω

)

黄
宗
畿
『
南
雷
詩
暦
』
四
、
次
族
姪
食
部
太
史
見
贈
韻
に
附
録
さ
れ

る
原
詩
の
第
三
首
。

(
却
〉
註
(
凹
)
に
同
じ
。

(

m

叫
)
『
静
志
居
詩
話
』
十
五
、
黄
居
中
。

(
幻
〉
「
右
千
頃
堂
目
、
金
陵
黄
食
部
所
輯
、
食
部
徴
修
明
史
、
震
此
書
以

備
議
文
志
採
用
、
横
雲
山
人
削
去
宋
遼
金
元
四
朝
、
刺
取
其
中
十
之
六

七
魚
史
志
、

史
館
重
修
、
初
而
不
改
、

失
食
都
-
初
旨
失
、
:
:
:
戯
在
辛

亥
、
従
曝
書
亭
朱
氏
購
得
此
本
、
亙
録
出
以
簸
史
官
之
失
、
読
者
得
無

再開
其
迂
乎
、
戊
辰
六
月
一
目
、

奮
史
杭
世
駿
」
。
な
お
こ
の
裁
は
新
校

本

『
千
頃
目
』
に
も
附
録
さ
れ
て
い
る
が
、
過
録
本
に
よ

っ
た
た
め

か、

僅
か
な
が
ら
文
字
に
異
同
が
生
じ
て
い
る
。

〈ロ〉

『道
古
堂
文
集
』
六
、
「
辛
酉
春
、
不
侯
修
漸
志
経
籍
、
需
此
書
甚

亙、

賞
湖
陵
陸
堂
検
討
嘗
携
二
加
来
、
有
経
史
而
血
冊
子
集
、
壁
居
京

師
、
句
南
全
孝
燦
復
携
五
腕
見
示
、
皆
従
史
館
録
出
、

紙
有
明
人
而
飲

南
宋
以
後
諸
公
、
蓋
篤
明
史
起
見
、
固
未
知
食
部
網
羅
四
代
之
苦
心

失、

第
紳
宗
時
、
張
萱
、
呉
大
山
等
重
編
内
閣
之
目
、
他
書
多
説
関
不

可
信
、
濁
地
理
一
類
、
詳
一
核
不
支
、
食
部
懇
見
此
書
、
乃
濁
不
之
采

用
、
所
掛
漏
者
彩
顧
信
用
不
可
解
、
因
取
所
開
見
者
稀
足
成
之
、
一

則
以

備
史
職
之
考
信
、
一
則
以
完
此
書
之
紋
遣
、
且
慰
食
部
於
九
原
也
、

こ
の
引
文
冒
頭
の
「
辛
酉
」
、
奔
経
模
本
巻
首
に
「
道
古
堂
遺
文
」
よ

り
録
出
さ
れ
た
一
篇
で
は
「
辛
未
」
に
作
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
潅
正

に
そ
の
様
な
裁
は
な
い
。
杭
氏
が
濯
正
『
漸
志
』
纂
修
に
興
っ
た
の

は、

『文
集
」
六
、
雨
新
経
籍
士
山
序
に
よ
れ
ば
「
濯
正
辛
亥
春
」
の
こ

と
、
即
ち
こ
こ
の
辛
酉
な
い
し
辛
未
は
辛
亥
の
誤
り
で
あ
る
。
な
お
辛

酉
が
辛
亥
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
註
(

2

)

王
重
民
論
文
が
す
で
に
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
壁
居
京
師
」
だ
が
、
蒋
天
福
『
全
謝
山
先
生
年

割
問
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
一一一
一一)
引
杭
氏
『
詞
科
徐
録
』
に
よ
れ

ば
、
杭
氏
は
「
以
丙
辰
正
月
晦
抵
都
」
で
、
し
か
も
全
氏
は
こ
の
年
二

月
に
進
士
と
な
っ
て
お
り
、

よ
っ
て

「
全
孝
廉
」

云
々
は
乾
隆
元
年
春

の
こ
と
と
定
め
ら
れ
よ
う
。

(
お
〉
拙
稿
「
方
志
の
位
置
」

(『
山
根
幸
夫
敬
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
、

- 99-
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汲
古
書
院
、
一
九
九
O
)
参
照
。

〈
川
品
〉
註
〈
M
M
〉
で
述
べ
た
奔
経
楼
本
巻
首
の
一
篇
が
こ
れ
で
、
巻
末
、

乾
隆

四
十
年
の
呉
氏
手
践
に
「
借
銭
塘
慮
抱
経
先
生
金
陵
新
校
本
勘
補
、

:
:
:
未
幾
讃
道
古
堂
遺
文
、
叉
得
策
氏
書
録
序
一
篇
、
途
琵
録
之
」
と

云
う
通
り
で
あ
る
。
ま
た
所
謂
「
道
古
堂
遺
文
」
で
あ
る
が
、
呉
氏
が

こ
れ
を
諌
ん
だ
の
は
乾
隆
四
十
年
以
前
、
一
方
『
文
集
』
の
関
彫
は
四

十
年
ら
し
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
文
集
本
と
遺
文
本
の
「
序
」
に
僅

か
な
が
ら
も
異
同
の
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
刊
本
『
文
集
』

と

は
異
な
る
姿
の
紗
本
文
稿
で
あ
ろ
う
。
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